
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度 
厚⽣労働省社会福祉推進事業 

 
 社会福祉施設等における防犯に係る安全の

確保対策に関する調査研究事業 
報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３⽉ 
 

 

  



 
はじめに 

 
平成 28 年 7 ⽉に、神奈川県の障害者⽀援施設において、多数の入所者が殺傷されるという痛ましい事件が発生

し、これを受けて、平成28年9⽉に厚生労働省から「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通
知）」（平成 28 年 9 ⽉ 15 日）が発出された。この通知では、地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となる
ことと安全確保との両⽴を図るべく、社会福祉施設等と自治体に向け、「社会福祉施設等における点検項目」が提示
された。 

 
同通知の発出後、防犯に係る安全確保体制を確⽴しつつ、地域に開かれた社会福祉施設等の両⽴を図るため、

平成28年度の事業として、まずは各市区町村及び社会福祉施設等の防犯に係る取組みの実態を調査した。この結
果、全般的に一定の防犯対策が取られていることが確認できたが、地域の関係者との連携体制構築ではまだ取組み
が進んでいないことが分かり、また、「地域に開かれた」施設という理念と、「防犯」をどのように実現していくかは難しい課
題であることも改めて認識した。 

 
社会福祉施設といっても、高齢者施設、障害者施設、児童施設など、その種類はさまざまであり、利⽤者の違い、

地域の違い、施設規模の違い等により、防犯に取組む上での視点や方法は一様ではない。これらを勘案した結果、
様々な施設で実際に取組まれている事例を紹介することが社会福祉施設等の関係者への有益な情報提供となり、
防犯に係る取組みの普及・推進に資すると考えた。この考えにもとづき、平成 29 年度の本事業では、ヒアリング調査を
⾏い、その結果を「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」として取りまとめた。 

 
 本報告書および本事業の成果物である「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」
が、社会福祉施設等における防犯に係る取組みの更なる普及・促進の一助となれば幸いである。 

 
なお、本事業の実施にあたっては、ヒアリング調査にご協⼒いただきました各社会福祉施設および自治体の関係者

等に多大なるご⽀援を頂き、検討委員会において数々のご指導とご助言をいただいた。また、本報告書についても、検
討委員会における意⾒等を踏まえて、事務局の責において取りまとめた。委員をはじめ調査にご協⼒いただいた方々に
この場を借りて深く感謝したい。 
 
平成 30 年３⽉ 

 株式会社インターリスク総研 
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１ 

Ⅰ．事業概要 

１. 事業の目的 
神奈川県の障害者⽀援施設において多数の入所者が殺傷された事件を受け発⾜した「相模原市の障害

者⽀援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」が示した中間とりまとめでは、国や自治体から

社会福祉施設等における防犯に係る安全確保の対策を示してこなかったことが課題として指摘された。これを

受けて、厚生労働省から「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知）」（平成 28 年

9 ⽉ 15 日）が発出され、自治体と社会福祉施設等に向け、「社会福祉施設等における点検項目」が提示さ

れた。 

この通知発出後の実態を把握し、防犯取組みの好事例を収集する目的で、平成 28 年度「社会福祉施設

等における防犯に係る安全の確保対策の実態調査」において、自治体及び社会福祉施設等へのアンケートを

実施した。その結果、特に多くの社会福祉施設等において、自身の防犯の取組みで参考となる他の自治体・

社会福祉施設等での取組みに関する情報・事例の提供を要望する多くの声が確認された。 

これらを踏まえ、昨年度調査で収集された好事例を整理・分析した上、ヒアリングなどを通じてさらに詳細を把

握し、自治体と社会福祉施設等にとって防犯に係る取組みの参考となる事例集を作成することを目的とした。 

 

２. 事業の内容 
（１）検討委員会の設置 

専門的な⽴場から本件調査の方針等に対する評価、助言を得ることで、より効果的・効率的に本事業

を実施するため、学識関係者や福祉事業の実務経験者、及び防犯対策に関する有識者等から構成す

る検討委員会を設置した。 

 

（２）好事例の抽出 

平成 28 年 9 ⽉ 15 日に発出された「社会福祉施設等における点検項目」に沿った事例を基本として、

平成 28 年度「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保対策の実態調査」で収集した事例から、

好事例の抽出を⾏った。 

 

（３）好事例の調査 

好事例集を作成するにあたり、上記（２）にて抽出した好事例の中から、検討委員会での協議を踏ま

え、社会福祉施設等及び自治体にヒアリング調査を⾏った。ヒアリングでは、アンケートでは記載されていな

い具体的な実施体制、手順、必要な⼈員、実施上の留意点及び地域との連携等について確認・情報

収集を⾏った。 

  



 

２ 

（４）事例集の作成 

上記のヒアリング調査結果を踏まえ、ソフト・ハード対策の確認、研修の実施、地域・関係者との関係性

づくりなど、社会福祉施設等が独自に防犯に係る取組みの改善・定着を図るための⼯夫などを整理した。

また、自治体の方にとっても参考となる取組み内容を記載することで、広く社会福祉法⼈等を取り巻く関

係者の方々の今後の防犯に係る取組みの参考となる事例集（「地域に開かれた社会福祉施設等の防

犯・安全確保に関するハンドブック」）を作成した。（詳細は巻末の「資料」を参照） 

 

（５）調査研究報告書の作成 

 本事業に関する実施内容を報告書にとりまとめた。 
 

３. 検討委員会の構成 
 検討委員会に参加いただいたメンバーは以下のとおり。 

 

検討委員会の構成 

 

  

  （委員⻑を先頭に五⼗⾳順・敬称略）

 氏 名 所 属 機 関 

委員⻑ 渡 邉  正 樹 東京学芸大学 教授 
日本安全教育学会 理事⻑ 

 ⼩ 笠 原  忍 綜合警備保障株式会社
営業推進部 機械警備営業室 課⻑ 

 ⼩ 田  啓 二 特定非営利活動法⼈ 日本ガーディアン・エンジェルス 理事⻑ 

 菊 地  達 美 公益財団法⼈日本知的障害者福祉協会 副会⻑ 
社会福祉法⼈あいのかわ福祉会 那須共育学園 

 辻 中  浩 司 社会福祉法⼈ 松美会
特別養護⽼⼈ホーム アイユウの苑 事務⻑ 

 安武 正太郎 東京都教育庁 総務部 総務課
障害者雇⽤⽀援員 
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４. 実施スケジュール 
 本事業は、下記スケジュールにて実施した。 

平成 29 年 平成 30 年 
7 ⽉ 8 ⽉ 9 ⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1 ⽉ 2 ⽉ 3 ⽉

① 委員会にて事例集の作成
方針等の協議 

         

② ヒアリング実施 
         

③ 委員会にてヒアリング結果
を踏まえた事例集の作成
方針を協議 

         

④ 事例集のドラフト作成 
         

⑤ 委員会にてドラフト内容の
確認 

         

⑥ 事例集修正          

⑦ 成果物（報告書）納品          

 

５. 検討委員会の開催結果 
（１）第１回検討委員会（平成 29 年８⽉４日） 

主な議事内容 

・ 本事業の概要について 

・ 成果物（好例集）の作成方針について 

・ ヒアリング調査の実施先、調査内容について 

・ 本事業の進め方（全体スケジュール）について 

 

（２）第２回検討委員会（平成 29 年 11 ⽉ 24 日） 

主な議事内容 

・ 社会福祉施設等に対するヒアリング調査結果について 

・ 成果物（事例集）の構成について 

 

（３）第３回検討委員会（平成 30 年 1 ⽉ 24 日） 

主な議事内容 

・ 成果物（事例集）のドラフト確認について 

第 1 回検討委員会 

第 2 回検討委員会 

第 3 回検討委員会 



 

４ 

Ⅱ．好事例の抽出及びヒアリング調査の実施 
１. 概要 

事例集作成の手順として、平成 28 年度「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保対策の実態調

査」で収集した事例から、好事例の抽出を⾏い、さらに該当する社会福祉施設等や自治体にヒアリングを⾏うこ

とで、より詳細な取組み内容や関連する情報を収集することとした。 

なお、ヒアリング対象やヒアリングの項目については、第一回検討委員会の議論を踏まえて決定した。 

 

２. 好事例の抽出 
平成 28 年 9 ⽉ 15 日に厚生労働省が発出した「社会福祉施設等における点検項目（通知）」に沿った

事例を基本として、平成 28 年度「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保対策の実態調査」で収

集した事例から、以下のとおり好事例の抽出を⾏った。 

 

No. 「社会福祉施設等における点検

項目（通知）」との対応関係 

事例概要 

（平成 28 年度調査回答まま） 

社会福祉施設等/ 

自治体 

1 １（１）所内体制と職員の共

通理解 

全職員による防犯体制の役割分担を決め、その表を

職員室に掲示。ただし、ローテーション勤務のため、自

分の役割だけを把握しておくだけでなく、臨機応変に対

応できるよう指導している。 

某社会福祉施設 

2 同上 各居室に危機管理マニュアルを設置している。 某社会福祉施設 

3 同上 職員のグループ LINE を活⽤し、情報の即時共有を図

る。 

某社会福祉施設 

4 同上 周辺地域（住⺠）を含め、不審者に対する対応訓練

の実施（警察の協⼒により）を年１１回⾏っている。 

たちばら保育園 

5 同上 不審者を「○○○マン」（⼦供に分かりやすく）と呼ぶ

うようにし、バリケードをし制圧する担当を決め⼦供を守

っている。 

某社会福祉施設 

6 同上 ボランティア研修を毎年 1 回は実施することにしており、

地域住⺠やボランティアの方を集め、障害児者の⼈権

をテーマに講習会を実施したり、地域貢献コーディネー

ターを配置し、地域のボランティアグループや活動グルー

プのつなぎ役としての⽀援を⾏い、地域つくりを目指した

取り組みを⾏っている。（おたがいさんネットワーク：通

湘南（湖南）ホームタウ

ン 



 

５ 

No. 「社会福祉施設等における点検

項目（通知）」との対応関係 

事例概要 

（平成 28 年度調査回答まま） 

社会福祉施設等/ 

自治体 

称 ONW） 

7 同上 「不審者徘徊」をテーマにグループワークでどのような危

険があるか、対策方法について議論をしている。 

⻄尾市 

8 同上 マニュアル等の作成 

・障害者福祉事業所における防犯対策の確認 

・障害者入所施設等連絡会議 

・障害者入所施設等の防犯対策マニュアル策定のため

の指針 

・防犯対策マニュアル 

⻑崎市 

7 １（２）② 不審者情報に係

る地域や関係機関等との連携 

当園の所在地がある市では、東日本大震災を契機

に、非常時の通信手段として⼦ども・⼦育て関係事業

所への PHS 端末配備を実施しています。定期的に

PHS 端末による非常時継送訓練を実施しているほか、

緊急時における直接通報システムとして有効に活⽤し

ています。 

某社会福祉施設 

8 １（３）施設等と利⽤者の家

族の取組 

該当なし ― 

9 １（４）地域との協同による防

犯意識の醸成 

当園の⽴地する地域は、１中学校区、１⼩学校、１

就学前児童施設（当園）であるため、地域での話し

合いの場を構築しやすい。この地域では保護者会が中

⼼となって自治会⻑、児童委員、保護司、⼩学校⻑、

中学校⻑、PTA ⽼⼈クラブ連合会などとの合同会議を

年に１回以上持って情報を共有している。 

某社会福祉施設 

10 １（４）地域との協同による防

犯意識の醸成 

地域⼦ども懇談会を実施し、地域住⺠、学校、⼦ども

課とで防犯に関する情報共有及び対応の検討を⾏っ

ている。施設の防犯体制の確認、管轄警察との連携、

防犯訓練の実施等。 

某自治体 

11 １（５）施設設備面における

防犯に係る安全確保 

事件前より、夜間等は玄関を施錠し暗証番号にて施

錠解除を⾏う体制をとっている。暗証番号の変更につい

ては、定期的な変更に加え、事件後は退職者が出た

場合でも変更している。 

天草整肢園 



 

６ 

No. 「社会福祉施設等における点検

項目（通知）」との対応関係 

事例概要 

（平成 28 年度調査回答まま） 

社会福祉施設等/ 

自治体 

12 １（６）施設開放又は施設外

活動における安全確保・通所施

設における利⽤者の来所及び帰

宅時における安全確保 

該当なし ― 

13 ２（１）不審者情報がある場

合の連絡体制や想定される危

害等に即した警戒態勢 

該当なし ― 

14 ２（２）不審者が⽴ち入った

場合の連絡・通報体制や職員

の協⼒体制、入所者等への避

難道等 

該当なし ― 

 

３. ヒアリング調査の実施 
（１） 調査対象 
 上記 2 の抽出事例をもとに次頁のとおりヒアリング調査対象を決定した。なお、以下の理由により、平成
28 年度アンケート調査の対象には含まれていない施設で積極的に防犯に係る取組みを⾏っている施設も
ヒアリングの対象に追加することとした。 
① 上記２の抽出事例では必ずしも「社会福祉施設等における点検項目（通知）」で示された項目を

網羅できていない。 
② 第一回の検討委員会で、種別、規模、地域などの点において様々な施設をヒアリング調査の対象とす

べきという意⾒が提示された。 
③ 上記２で抽出した事例の対象施設のうち、ヒアリングを辞退する施設、またヒアリング協⼒は可能でも

事例集への掲載を辞退する施設が多数あった（このような施設は上記２では「某社会福祉施設」と
記載している。また、下記のヒアリング調査の対象には掲載していない）。 
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【ヒアリング調査の対象】 
No. 種別 法人名・施設名（所在地） 概要 

1 障害 社会福祉法⼈啓仁会 
天草整肢園 
苓龍苑 
天草更生園 
（熊本県天草郡苓北町） 

天草整肢園：生活介護、施設入所⽀援（定員各 50 名）
苓龍苑：生活介護、施設入所⽀援（定員各 40 名） 
      短期入所（定員３名） 
天草更生園：生活介護、施設入所⽀援（定員各 60 名）
         就労継続⽀援 A 型（定員 10 名） 
         就労継続⽀援 B 型（定員 40 名） 
         共同生活援助事業（定員 20 名） 
職員：116 名（パート含む）

2 障害 特定非営利活動法⼈おひさまの会 
生活介護事業所おひさま 
（愛知県⻄尾市） 

生活介護（定員：20 名）
日中一時⽀援（定員：10 名） 
職員：４名、パート：7 名 

3 自治体 ⻄尾市健康福祉部福祉課 －

4 高齢 社会福祉法⼈六親会 
特別養護⽼⼈ホームプレーゲ船橋 
養護⽼⼈ホーム豊寿園 
（千葉県船橋市） 

プレーゲ船橋（入所：90 名、ショートステイ：10 名）
豊寿園（52 床） 
職員：約 60 名（両施設合算） 

5 自治体 ⻑崎県福祉保健部障害福祉課 －

6 自治体 ⻑崎市福祉部障害福祉課 －

7 障害 社会福祉法⼈滋賀県障害児協会 
湖南ホームタウン 
（滋賀県守山市） 

生活介護（定員：40 名） 
施設入所⽀援（定員：40 名） 
短期入所（福祉型定員：7 名、医療型定員：２名） 
職員：86 名（パート等含む）

8 障害 社会福祉法⼈旭川荘 
（岡山県岡山市） 

約 85 の事業所・施設を運営
最大規模：療育医療センター400 床、職員 400 名程度 
その他入所施設：60〜100 床、職員ほぼ同数 

9 高齢 社会福祉法⼈旭生会 
旭ヶ丘園 
（⿅児島県⿅児島市） 

特別養護⽼⼈ホーム（入所：80 名、ショートステイ：14
名） 
ケアハウス（30 名）、デイサービス（40 名）、居宅介護⽀援
事業所、訪問介護、訪問看護、定期巡回型随時対応型訪
問介護看護、 
有料⽼⼈ホーム、デイサービス（地域密着型）、児童発達⽀
援事業所 
職員：165 名

10 児童 社会福祉法⼈たんぽぽ 
たちばら保育園 
（島根県雲南市） 

認可保育所（定員：30 名）

 
  



 

８ 

（２）調査項目 
主に以下についてヒアリングを⾏った。 

① 好取組事例の概要について 

 概要（どのような活動を、どのように⾏っているのか？） 

 開始の経緯（当該活動を始めた動機） 

 苦労していること 

 ⼯夫していること 

 成果・効果 

 今後の展開 

 

② 好取組事例以外の取組みについて 

 通知の項目に従い、実際に取り組んでいる活動 

 

③ 地域との関係を踏まえた防犯取組みについて 

 現在取り組んでいる活動の内容 

 今後取り組みたい活動の内容 

 これらの活動を推進する上での課題 

 開かれた施設と防犯取組みのバランスをどうとるべきかについての意⾒ 

 

④  その他（実際に不審者に遭遇した事例の有無など） 

 

 

（３）調査結果 

ヒアリング調査の結果は以下のとおり。 

 
No. 事例テーマ ヒアリング概要 対象施設/自治体 

１（１）所内体制と職員の共通理解 

１ 来訪者に配慮しつ
つ動線管理の実施 

【来訪者対応】 
・来訪者は入口で事務所に声かけするよう依頼文を掲示 
・居室エリアに向かう廊下に「家族と関係者のみ⽴ち入り可」という
⽴札設置 
【イベント開催時】 
・参加者全員に目が届くように会場内に職員を配置 

■障害 
社会福祉法⼈啓仁会 
障害者⽀援施設天草整
肢園 



 

９ 

No. 事例テーマ ヒアリング概要 対象施設/自治体 

２ 毎日 1 時間のミー
ティングと毎日の議
事録作成で、職員
の共通理解を醸成 

【職員会議等】 
・職員数が少ないため、毎日職員４⼈で利⽤者⽀援の向上を目
的に１時間程度ミーティングを実施。毎日議事録を残しており、パ
ート職員は議事録を確認することで情報共有 

■障害 
特定非営利活動法⼈おひ
さまの会 
相談⽀援事業所おひさま 

３ 様々な福祉施設
の参加者がグルー
プワークを通じて不
審者対応を意⾒
交換 

【研修・教育】 
・昨年 9 ⽉に「不審者徘徊」をテーマにグループワークを実施 
・異なる事業所の職員同⼠で意⾒交換することで、⾊々な気づき
を得てもらうことが目的 
・グループワークは参加者および市の職員含め、４〜５⼈で１グル
ープとし、グループごとに事業所周辺で不審者が徘徊している場合
の「危険と思うポイント」や「どんな対策をとるべきか」などを検討。最
後にグループごとに発表する流れで実施した 
（参考：相談⽀援事業所おひさまからのヒアリング結果） 
・同グループワークに参加 ・他事業所で実施している防犯対策な
どの情報を収集 
・研修内容を事業所内で共有し、具体的な対策について意⾒交
換を実施 

⻄尾市健康福祉部 
福祉課 

４ 緊急時の対応に備
え、防犯マニュアル
を⾒直し   

・盗難が多発したことから防犯マニュアルを作成したが、事件発生以
降、不審者対応も含めマニュアル全体の⾒直しを実施 
・不審者侵入時には空き部屋に誘導し、その後利⽤者の避難誘
導を実施することとしているが、臨機応変な対応が求められる 

■高齢者 
社会福祉法⼈六親会 
特別養護⽼⼈ホームプレー
ゲ船橋 
養護⽼⼈ホーム豊寿園 

５ 自治体が施設向
けに防犯マニュアル
の作成指針を示す 

・防犯マニュアルのひな形を作成の上、HP で公開・各自治体に提
示し、入所施設においては作成を必須とした 

⻑崎県障害福祉課 

・県主導により防犯マニュアル作成の指針等を作成・公表しており、
市としてはこれらを参考に作成を指導 

⻑崎市福祉部 
障害福祉課 

１（２）不審者情報に係る地域や関係機関等との連携 
６ 地域の住⺠・家族

からの情報提供 
・日頃から近隣住⺠の方が来訪される機会が多いため、防犯に関
わる情報提供 
・地域の親の会からも情報提供がある 

■障害 
特定非営利活動法⼈おひ
さまの会 
相談⽀援事業所おひさま 

１（３）施設等と利⽤者の家族の取組み 

７ 家族への説明・連
絡体制 

・保護者説明会などで園としての防犯取組みを伝えるとともに、緊
急時に連絡を入れることも共有するなど情報共有・注意喚起 

■保育 
社会福祉法⼈たんぽぽ 
たちばら保育園 
 
 
 
 
 
 



 

１０ 

No. 事例テーマ ヒアリング概要 対象施設/自治体 

１（４）地域との共同による防犯意識の醸成 

８ ボランティア受け入
れ、社会貢献活動
を通じて開かれた
施設を目指す 

【イベント】 
・ボランティアとして来所する方を対象とした研修会を施設主催で開
催（年１回） 
・昨年度の研修は「やまゆり園の事件を考える」をテーマに開催し
80 名ほどが参加 
【交流】 
・年１回広報紙を発⾏し、地域や自治会館などで配布 
・地域貢献コーディネーターを設置し、地域のための募⾦活動や各
方面への補助⾦⽀援など、「おたがいさんネットワーク」として地域づ
くりを目指した取り組みを実施 

■障害 
社会福祉法⼈滋賀県障
害児協会 
湖南ホームタウン 

９ 地域住⺠（町内
会）と一体となった
防災・防犯取組み 

【地域】 
・町内会の会合など定期的に地域の方々と話し合いの場をもつこと
がある 
・町内の方々と防災訓練を一緒に実施 
・福祉避難所の指定を受けていることから、町内会と連携し避難対
象となる方への周知等協⼒体制を構築 
【イベント】 
・各施設や⽀部ごとに地域の方も参加できるイベントを開催 
・毎年花⽕大会を開催（利⽤者含め 5,000 ⼈程度が参集） 

■障害 
社会福祉法⼈旭川荘 

１（５）施設設備面における防犯に係る安全確保 

１０ カメラ、センサー、照
明等で敷地内の
動きを察知 

・防犯ブザー・防犯カメラ設置 
・赤外線センサー設置 
・施設敷地内を照らすための LED ライト設置 
⇒駐⾞場を照らすことで深夜帰宅する職員も安⼼ 
・出入口の暗証番号は職員退職の都度変更 

■障害 
社会福祉法⼈啓仁会 
障害者⽀援施設 
天草整肢園 

１１ カメラ、施錠設備で
出入り、動線の管
理 

・駐⾞場ゲート及び建物入口施錠 
・認知症利⽤者の居室は、窓枠下にロックをかけており 15cm 程
度しか開かない 
・防犯カメラ設置（建物全体で複数台） 
・外部との出入口は電⼦ロックで施錠（定期的に暗証番号変
更） 
・廊下から各入居棟への出入口も施錠されている 
 
 
 
 

■高齢者 
社会福祉法⼈六親会 
特別養護⽼⼈ホームプレー
ゲ船橋 
養護⽼⼈ホーム豊寿園 



 

１１ 

No. 事例テーマ ヒアリング概要 対象施設/自治体 

１（６）施設開放⼜は施設外活動における安全確保・通所施設における利⽤者の来所及び帰宅時における安全確保 

ー 該当なし     

２（１）不審者情報がある場合の連絡体制や想定される危害等に即した警戒態勢 

１２ 不審者発生時の
注意喚起メール 

【地域】 
・市から発信される不審者発生時の注意喚起メールに登録・利⽤

■高齢者 
社会福祉法⼈六親会 
特別養護⽼⼈ホームプレー
ゲ船橋 
養護⽼⼈ホーム豊寿園 

２（２）不審者が⽴ち⼊った場合の連絡・通報体制や職員の協⼒体制、⼊所者等への避難誘導等 

１３ 事前予告なしで不
審者対応訓練を
実施 
緊急対応の実効
性を高める 

【研修・教育・訓練】 
・不審者対応訓練に際して、駆けつけ者への電話連絡を⾏い、実
際に駆けつけ訓練実施 
・大規模な施設ではないため不審者の侵入を防止する設備を設け
ることが難しく、そのため訓練でさまざまなシミュレーション実施（外か
ら覗いている場合、園庭に侵入してきた場合、など） 
・不審者対応訓練に先⽴ち、マニュアルの読み合わせを実施 
【避難経路・場所・緊急連絡網周知】 
・最寄りの交番、「⼦ども 110 番の家」などの駆けつけ者連絡先を
あらかじめマニュアルに掲載 
・その他合言葉、動線、対応事項なども予め設定 

■保育 
社会福祉法⼈たんぽぽ 
たちばら保育園 

その他 

１４ ボランティア、家族
など多様な⼈々が
施設を出入りする
ことで犯罪の発生
を監視 

・当施設の規模、⽴地であれば開いた方が監視の目が⾏き届い
て、防犯に繋がるのではないかと考えている。同施設ではボランティ
アを受け入れており、また頻繁に家族が訪問しているため、外部の
目が入ることで介護者も身を引き締めて業務を⾏っている 

■障害 
社会福祉法⼈滋賀県障
害児協会 
湖南ホームタウン 

１５ 職員の労働環境に
配慮した防犯対策 

・施設におけるトラブルの多くは「平時の関係性に起因」していると
認識している。 
・利⽤者・家族に対する質の高いケアを通して、職員に対しては適
材適所な役割分担・自主性の尊重を通して、それぞれの満⾜度を
高めることが防犯対策にも寄与すると考える。 
・最低限のハード対策も必要だが、利⽤者・職員にとって監視され
ているように感じるようであれば平時の関係性の崩壊につながり、逆
に防犯上の懸念が生じるのではないか 

■高齢 
社会福祉法⼈旭生会 
旭ヶ丘園 

 

 

  



 

１２ 

Ⅲ．事例集の作成 
１. 概要 
 前章のとおり、事例集作成のために、社会福祉施設等や自治体にヒアリングを⾏うことで、より詳細な取組み

内容や関連する情報を収集した。 

 その結果を第二回の検討委員会で報告し、ご意⾒・助言を確認した上で、事例紹介など事例集の構成案を

確定した。 

 なお、本事業の成果物については第一回及び第二回の検討委員会の議論を踏まえて、基本的には事例集

としつつも、防犯取組み内容を体系的に把握できるマニュアルとしての性格を盛り込む体裁とすることとした。具

体的には、防犯に係る必要な取組み項目を体系的に示したチェックリストや、不審者侵入への緊急対応フロー

を加えた。 

 また、本事例集はマニュアルとしての性格も盛り込むこととしたため、呼称を「ハンドブック」とすることを第二回の

検討委員会で確認した。 

 第三回の検討委員会にて、ハンドブックの第一ドラフトについて提示し、それに対するコメントを踏まえて最終版

を作成した。 

 

２. 作成手順・方針 
（１） 事例の紹介 

前章の３（３）のヒアリング結果をもとに事例紹介を構成することとした。なお、第二回検討委員会で特に

夜間における防犯体制の強化が課題であることが指摘されたため、夜間の取組みに関するアプローチについても

事例の一つ（「ケース 11 入所施設における夜間防犯の課題と取組みの方向性」）として掲載することとした。 

 

（２） 防犯に係る取組みチェックリスト 

福井県健康福祉部が平成 28 年度のアンケート調査の回答として提出した防犯に関する「点検チェックリスト」

が網羅的であり、これをもとにして、ヒアリング等で確認した取組み事項等も適宜加え作成した。なお、本チェック

リストはあくまで一例であり、施設の種類や規模によっては該当しない事項なども含まれている場合があるため、

各施設に合わせて、独自のチェックリストを作成するなど、適宜ご活⽤するよう意図している。 

 

（３） 不審者侵入への緊急対応フロー 

文部科学省が策定した「学校の危機管理マニュアル」(2012 年)をもとに、検討委員会でのコメントを反映さ

せながら作成した。なお、本フローはあくまで一例であり、施設の種類や規模によっては該当しない事項なども含

まれている場合があるため、各施設に合わせて、独自の緊急対応フローを作成するなど、適宜ご活⽤するよう意

図している。 

 
  



 

１３ 

３. 事例集（ハンドブック）の構成 
 最終的な事例集の構成は以下のとおり（詳細は巻末の「資料」を参照） 

 

はじめに 

１．取組みの全体像 

  ①社会福祉施設等における犯罪と防犯環境 

  ②社会福祉施設等の防犯対策における実態と課題 

  ③社会福祉施設等の防犯取組み 

２．ハンドブックの使い方 

３．ご協⼒いただいた施設・自治体について 

       

本編 

１．日常の対応 

（１）所内体制と職員の共通理解 

 ケース１ 来訪者に配慮しつつ動線管理を実施 

 ケース２ 毎日のミーティングと議事録作成で職員の共通理解を醸成 

 ケース３ 様々な社会福祉施設等の参加者がグループワークを通じて不審者対応を意⾒交換 

 ケース４ 緊急時の対応に備え、防犯マニュアルを⾒直し 

 ケース５ 施設向けの防犯マニュアル作成指針等を自治体が作成・紹介し、マニュアル整備を促進 

（２）不審者情報に係る地域や関係機関等との連携  

 ケース６ 地域の住⺠との日頃の交流で関係構築  防犯情報の提供にもつながる 

（３）施設等と利⽤者の家族の取組 

（４）地域との共同による防犯意識の醸成 

ケース７ ボランティアを受け入れ、地域貢献活動を通じて開かれた施設を目指す 

 ケース８ 地域住⺠（町内会）と一体となった防災・防犯に係る取組み 

（５）施設設備面における防犯に係る安全確保 

 ケース９ カメラ、センサー、照明等で敷地内の動きを察知 利⽤者、家族、職員の安⼼感を高める 

 ケース 10 動線を考慮したカメラの設置と施錠管理 

 (６）その他 

 ケース 11 入所施設における夜間防犯の課題と取組みの方向性 

ケース 12 平時の利⽤者・利⽤者家族・職員等との関係性構築を通した防犯対策 

 

２．緊急時の対応 

（１）不審者情報がある場合の連絡体制や想定される危害等に即した警戒態勢 



 

１４ 

 ケース 13 自治体の情報配信メールに登録し、不審者情報を受領 

（２）不審者が⽴ち入った場合の連絡・通報体制や職員の協⼒体制、入所者等への避難誘導等 

ケース 14 事前予告なしで不審者対応訓練を実施 緊急対応の実効性を高める 

 

参考資料編 

１．防犯取組みチェックリスト ＊日常、緊急時の対応 

２．不審者侵入への緊急対応フロー ＊緊急時の対応 

３．厚生労働省「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知）」 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

１５ 

Ⅳ．本事業のまとめと今後の方向性 
 

本年度事業では、平成 28 年度厚生労働省社会福祉推進事業における「社会福祉施設等における防犯

に係る安全の確保対策の実態調査」の結果を踏まえ、様々な社会福祉施設や自治体で取り組まれている「防

犯に係る安全の確保対策」に対する事例の整理・分析や、関係者へのヒアリングなどを通じて社会福祉施設等

における防犯に係る取組みの参考となる好事例集を作成した。 

成果物として完成した「地域に開かれた社会福祉施設等の防犯・安全確保に関するハンドブック」は、現場

の方々の声を踏まえ、種別、規模、地域等の異なる様々な社会福祉施設等における日常及び緊急時に必要

な取組みや、活⽤する際の具体的な手順も含め作られており、また、より幅広く活⽤いただけるよう、事例だけで

なく、防犯に係る取組みのチェックリストや不審者侵入時の緊急対応フローも掲載するなど⼯夫を⾏うことで、社

会福祉施設等の現場で従事されている方々にとって有⽤となる情報を盛り込こんだところである。 

今後、同ハンドブックが多くの社会福祉施設等で活⽤されることで、社会福祉施設等における防犯に係る取

組みの更なる普及・促進に貢献することを期待する。 
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　平成28年7月に、神奈川県の障害者支援施設において、多数の入所者が殺傷され
るという痛ましい事件が発生しました。これを受けて、平成28年9月に厚生労働省か
ら「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知）」が発出されまし
た。この通知では、地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となることと安全確
保との両立を図るべく、社会福祉施設等と自治体に向け、「社会福祉施設等における
点検項目」が提示されました。

　同通知の発出後、防犯に係る安全確保体制を確立しつつ、地域に開かれた社会福
祉施設等の両立を図るため、平成28年度にまずは各市区町村および社会福祉施設
等の防犯に係る取組みの実態を調査しました。この結果、全般的に一定の防犯対策が
取られていることが確認できましたが、地域の関係者との連携体制構築ではまだ取組
みが進んでいないことが分かりました。また、「地域に開かれた」施設という理念と、
「防犯」をどのように実現していくかは難しい課題であることも改めて認識しました。

　同調査を踏まえ、防犯に係る取組みのために一体何ができるのかを考えました。一
口に社会福祉施設といっても、高齢者施設、障害者施設、児童施設など、その種類はさ
まざまであり、利用者の違い、地域の違い、施設規模の違い等により、防犯に取組む上
での視点や方法は一様ではありません。検討した結果、様々な施設で実際に取組まれ
ている事例を紹介することが皆さんのお役立ちになるのではないかと考えました。

　本ハンドブックは、上の調査を踏まえて対象となる社会福祉施設の方々などにヒア
リングを行い、防犯に係る取組みの好事例を収集して、とりまとめたものです。また参
考資料として、防犯に係る取組みに関するチェックリストや不審者侵入時の対応フ
ローの例を掲載いたしました。本ハンドブックが、社会福祉施設の防犯に係る取組み
において参考としてご活用いただけましたら幸いです。

　なお、本ハンドブックの作成にあたり、本文記載の各社会福祉施設および自治体の
方々から多大なご協力をいただきました。
　この場を借りて厚く御礼申し上げます。

平成30年3月
株式会社インターリスク総研

はじめに

�
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　　 ケーε̑ 　施設向けの防犯マニュアル作成指針等を自治体が作成・紹介し、マニュアル整備を促進ɾɾɾ��

　（̎ ）不審者情報にるҬやؔ機ؔ等との連携ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�

　　 ケーε̒ 　地域の住民との日頃の交流で関係構築　 防犯情報の提供にもつながるɾɾɾ2�

　（̏ ）施設等と利用者の家族のऔ組Έɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�

　（̐ ）Ҭとの共ಉによる防൜ҙࣝのৢ成ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ22

　　 ケーἐ 　ボランティアを受け入れ、地域貢献活動を通じて開かれた施設を目指すɾɾɾ22

　　 ケーἑ 　地域住民（町内会）と一体となった防災・防犯に係る取組みɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�

　　

　（̑ ）施設設備໘における防൜にる҆全確保ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�

　　 ケーε̕ 　カメラ、センサー、照明等で敷地内の動きを察知　利用者、家族、職員の安心感を高めるɾɾɾ2�

　　 ケーε10　動線を考慮したカメラの設置と施錠管理ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ2�

　（̒ ）ͦ のଞɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ28

　　 ケーε11　入所施設における夜間防犯の課題と取組みの方向性ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ28

　　 ケーε12　平時の利用者・利用者家族・職員等との関係性構築を通した防犯対策ɾɾɾ2�

ɽ̎࣌ٸۓͷ対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

　（̍ ）不審者情報がある場合の連絡体੍やఆされる危害等にଈした警ռଶɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��

　　 ケーε13　自治体の情報配信メールに登録し、不審者情報を受領ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��

　（̎ ）不審者がཱͪ入った場合の連絡ɾ通報体੍や職員のڠ力体੍、入ॴ者等への避難誘導等ɾɾɾ�2

　　 ケーε14　事前予告なしで不審者対応訓練を実施　緊急対応の実効性を高めるɾɾɾɾ�2

ɹࢿߟࢀྉฤɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��

ɽ̍൜にるऔΈνΣοΫϦετ　＊日常、緊急時の対応ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��

ɽ̎ෆ৹ऀ৵ೖͷٸۓ対応ϑϩʔ　＊緊急時の対応ɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾɾ��

ɽ̏ް ੜ࿑ಇলʮࣾձࢪࢱઃに͓͚る൜にる҆શͷ֬อに͍ͭ ʢͯ௨ʣʯɹฏ2�� ɾ݄ɾɾ��
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ఆ͞れる൜ࡑ

൜ͷͨΊͷڥʢ൜ڥʣͮ ͘Γʹ͚ͯɺݸʑͷࢪઃͰثػɾઃඋͷඋͳͲͷϋʔυ໘ͷΈͰͳ
͘ɺෆ৹ऀʹؔ͢ΔใͷऩूਓͷڭҭɺҬͱ࿈ͨ͠ܞ൜ͳͲιϑτ໘ͷର͕ࡦඞཁͱͳΓ·͢ɻ
·ͨɺࣗ ʹԉͷ੍උʣ൜ࢧఆʢؚΉิॿۚࡦମ൜ͷͨΊͷ·ͪͮ͘Γͱͯ͠ɺ๏ɾྩͷ࣏
ؔ͢ΔใఏڙΛ௨ͯ͡ɺ͜ ΕΒࢪઃͷऔΈΛࢧԉ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ

൜ͮ͘ڥり

ᶃࣾձࢱ施設ʹ͓͚る൜ࡑͱ൜ڥ

ۙなੜ活൜ࡑ

ɾ侵入౪
ɾり౪ɾं ্ૂい
ɾいたͣら
ɾੑ ൜ࡑɾき
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ͦのଞ ɾ家族、職員（ݩ職員）なͲのτϥϒル

ʻࣾձࢪࢱઃͰఆ͞ΕΔ൜ࡑʢྫʣ̓

ʻ൜ڥΛ࣮͢ݱΔ̑ ͭͷʼ
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১嵣嵣
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૦ണ嵣峇峘
ૐ峨峴嵣૬

岩施設峒ఢఈ୭岪

施設峘ੌ峩ী

ಸৎ峘ிભ৬岝防犯マニュアル峘ਛ岝كق
৩峘ଢ଼ఊ嵣ธಫ岝ୠ峒峘৴峕峲峵૰ଳ

ଟੲਾ峘ઽૐ岝ঢ়બ峢峘ુથ岝ਂكق
ೂ嵣ৌૢં

ো峼౪峃峵施ჭ岝ษ崔嵑崡峘ਘ৲岝كق
য峘লো峴峼౪嵣૰ଳ峃峵崓嵉嵑

ো峼防౪峁岝ଳੳਙ峘岬峵كق
岝ሸ

岩ঢ়બ嵣峔峓岪

１．取組みの全体像
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ۙྡͷࣾձࢪࢱઃͱͷใڞ༗ͷΈɺܯͳͲؔؔػͱͷ࿈ܞͳͲ͕͞ΒʹڧԽ͞ΕΔ͜ͱ͕
͞Ε·͢ɻظ

൜औΈの࣮ଶ

ᶄࣾձࢱ施設の൜ରࡦʹ͓͚る࣮ଶͱ՝
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１．取組みの全体像

˔͜Ε·Ͱଟ͘ͷࣾձࢪࢱઃͰɺҬͷਓʑʹࢪઃͱར༻ऀΛͬͯΒ͏ͨΊ༷ʑͳΠϕϯτΛ։࠵
ͨ͠ΓɺҬͷۃੵʹࣄߦతʹࢀՃͨ͠Γͱ「開かれた施設」を目指した取組みをしてきました。

ݟઃར༻ऀͷภࢪಘΒΕͳ͍͔Γ͔ɺ͕ྗڠಈͷཧղɾ׆ઃͷࢪΔ͜ͱͰɺཱ͢ݽઃ͕ࣾձ͔Βࢪ˔
ఢҙΛੜΈग़͓ͦ͢Ε͋Δ͔ΒͰ͢ɻ

˔͜Εʹ͍ͭͯɺ防犯強化が「開かれた施設」を阻害するのではないかと懸念する施設の方の声も聞かれます。

˔͔͠͠ͳ͕Βɺ൜ͷڧԽඞͣ͠ʮ։͔ΕͨࢪઃʯΛ્͢ΔͷͰ͋Γ·ͤΜɻ͜ ΕΒΛཱ྆͢Δͨ
Ίʹདྷ๚ऀΛ͛ͳ͍ൣғͰ൜ମ੍ΛڧԽ͢Δ͜ͱՄͰ͋Γɺͦ ͷͨΊʹϋʔυ໘ͱΑΓɺ
日常からの心がけや、緊急時の対応の備えに向けた人づくりなどソフト面の対策強化が特に重要となります。

ɺްࡏݱ˔ ੜ࿑ಇলʮҬڞੜࣾձʯͷ࣮͚ͨʹݱҬͮ͘ΓΛਐΊ͓ͯΓɺ͜ ΕɺҬॅຽ͕Ҭʹ͓
͚Δ՝Λ他人事としてではなく「我が事」ととらえて地域の福祉に貢献する͜ͱɺ·ͨɺҬͷࢪઃ༷ʑ
ͳ࣏͕ࣗؔػମͱ࿈ܞɾߴͯ͠ྗڠɺ ྸऀɺোऀɺࣇಐͳͲͷ͕ॎׂΓͰͳ͘ɺ分け隔てなく「丸ご
と」福祉サービスを提供する·ͪͮ͘ΓΛ͢ࢦͷͰ͢ɻ

˔͜ΕΒͷ͑ߟʹΑΔऔΈ͕ਁಁ͍͚ͯ͠ɺใڞ༗ڠಇͳͲͷҬ࿈ܞΛਐΊ͍ͯ͘͜ͱ͕ɺҬͷ
ྗࢱͷڧԽɺ͞ Βʹɺࢪઃͷ൜ɾ̓ શ֬อͷڧԽʹͭͳ͕Γ·͢ɻͦ ͷͨΊɺ防犯対策という観点か
らも、地域に開かれた施設を目指して取組みを継続していくことが極めて重要です。

൜ͱ։かれͨ施設ͱの྆立

൜ɾ̓ શ֬อのج൫ͱなるҬ ʢྗҬ
えํߟʣのݱੜࣾձの࣮ڞ

●Ҭࣾձは、গߴࢠ ɾྸਓݮޱগࣾձがਐలするதで、ࣗ 、গしଓけݮձɾொ内ձの加入は࣏
Ҭで՝を解ܾしていくとい͏Ҭ力、あるいはおޓいにࢧえ合い共ੜしていけるよ͏な
Ҭの福祉力が੬ऑになりͭͭあります。

●「ニッϙϯ一ԯ૯活༂ϓϥϯ」では、「ࢠ供ߴɾ ྸ者ɾো害者なͲ全てのਓʑがҬ、らし、ੜき
がいを共にりߴ、 め合͏ことができるʮҬڞੜࣾձʯを࣮͢ݱる」としています。

●ৗの活動を通じたؔͮくりなͲࢀ加やڠಇの機ձを૿やしていくऔ組Έ、ࣗ ཱੜ活がՄ
となるよ͏なऔ組Έを通じて、ҬͷதͰॏతͳηʔϑςΟωοτをߏஙすることができます。

＊Ҭڞੜࣾձに͚ͨҬͮ͘Γをଅਐ͢るͨΊͷऔΈ
ɹްੜ࿑ಇ省「Ҭ力ڧԽ検討ձ」の「࠷ऴとりまとめ」は以Լのऔ組Έを提ݴしています。
ɹ●ଞਓ事を「զが事」に変えていくよ͏なಇきかけを行͏機
ɹ●ۙなݍҬで「ෳ合՝ؙ͝と」「ੈଳؙ͝と」「とりあえͣのؙ͝と」をडけ止める場
ɹ●ࢢொଜҬやҬでのแׅ的な૬ஊࢧԉ体੍

ίϥϜ
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�

ްੜ࿑ಇলͷΨΠυϥΠϯ�Ͱɺࣾ ձࢪࢱઃ͕൜ͷͨΊʹීஈ͔Β͜͏ߦͱɺ·ͨ࣌ٸۓʹඋ͑ͯ
·ͱΛ͍ࣔͯ͜͠͏ߦ ʢ͢ৄࡉࢿߟࢀྉ̏ɽ���ϖʔδࢀরʣɻຊॻͰ͜ΕΒͷ߲Λߟࢀʹͭͭ͠ɺࣾ ձ
Λհ͍ͨ͠·͢ɻྫࣄͷ۩ମతͳࡦઃʹඞཁͳ൜ରࢪࢱ

ᶅࣾձࢱ施設の൜ʹ係るऔΈ

�ʮࣾձࢪࢱઃʹ͓͚Δ൜ʹΔ҆શͷ֬อʹ͍ͭ ʢͯ௨ʣʯʢฏ28�݄ʣް ੜ࿑ಇল

ৗのରԠ
ʢීஈかΒߦう͜ͱʣ

のରԠ࣌ٸۓ
ʢい͟ͱいうͱ͖ʹߦう͜ͱʣ

ιϑτ໘
（ᶃ一ਓͻとりのଘࡏ
を知ってもら͏ために
औ組Ήことや、ᶄ情報
連携や҆全確保のた
めの手ॱやルールを
ܾめること）

ᶃҰਓͻͱりのଘࡏをͬͯΒう
ͨΊʹऔΉ͜ͱʢٴͼͦのࡍの
൜ମ੍ʣ

（̐）Ҭとの共ಉによる防൜ҙࣝのৢ成
（̒）施設開์ຢは施設֎活動における҆全

確保ɾ通ॴ施設における利用者のདྷॴٴ
ͼؼ時における҆全確保 

＊ɿ（ ）̒は本ฤの事例հでは割Ѫ

（̍）不審者情報がある場合の連
絡体੍やఆされる危害等
にଈした警ռଶ

（̎）不審者がཱͪ入った場合の
連絡ɾ通報体੍や職員のڠ
力体੍、入ॴ者等への避難
誘導等

ᶄใ࿈ܞ҆શ֬อのͨΊのखॱ
ϧʔϧをܾΊる͜ͱ

（̍）ॴ内体੍と職員の共通理解
（̎）不審者情報にるҬやؔ機ؔ等との

連携
（̏）施設等と利用者の家族のऔ組Έ

ϋʔυ໘
（一ਓͻとりをकるた
めにߟえられる設備໘
のऔ組Έ）

（̑）施設設備໘における防൜にる҆全確保

ࣾձࢱ施設ʹٻΊΒれる൜ରࡦのΈ

研　修

図：社会福祉施設等に求められる防犯対策の枠組み

崥フトએ

崷ー崱એ

ঽ৬嵣

のਝ

ੇఔ嵣કড়

ଵ
৶
者

職
員

ਚ৬؟ଞكڭق、緊急كڮق

ੲਾ৴؟
ଞكڮق、
緊急كڭق

ਹ
৷
者 ਹ৷者嵣ੇఔ

峒のੌ峩؟
ଞكگق

ਝਝએ؟ଞكڱق、緊急كڮقكڭق

ਝ

ୠ峒のુ؟ଞكڰق
ਝ৫ଣಉ؟ଞكڲق
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छྨͱنͷҟͳΔ༷ʑͳࣾձࢪࢱઃͷऔΈྫࣄΛ͠ࡌܝ·ͨ͠ɻอҭԂ͔Βࢪऀྸߴઃ·Ͱɺར༻
ऀ͕��ਓఔͷখنࢪઃ͔Βɺ���ਓΛ͑Δେنࢪઃ·Ͱؚ·Ε͍ͯ·͢ɻ
·ͨฏ28�݄ͷްੜ࿑ಇলʹΑΔʮࣾձࢪࢱઃʹ͓͚Δ൜ʹΔ҆શͷ֬อʹ͍ͭ ʢͯ௨ʣʯ
Λߟࢀʹॴମ੍ͱ৬һͷڞ௨ཧղɺҬͱͷڠಉʹΑΔ൜ҙࣝͷৢͳͲςʔϚ͝ͱʹऔΈྫࣄ
Λ͠ࡌه·ͨ͠ɻ·ͨɺ֤ ͷࡍઃͰར༻͞ΕΔࢪ๏ʯͱͯ͠ಉऔΈΛօ͞Μͷํ༺׆ɺʮʹޙ࠷հͷྫࣄ
ϙΠϯτΛղઆ͍ͯ͠·͢ɻ
օ͞Μͷࢪઃͷࣄʹڞ௨͢ΔྫࣄΛࢀর͠ɺ׆༻͍͚ͯͨͩ͠Ε͍Ͱ͢ɻ

൜औΈྫࣄ

͖൜औΈɾରԠͷҰཡΛ͍ࣔͯ͠·͢ɻ֤͏ߦʹ࣌ٸۓͼٴઃͰৗࢪ ঢ়Λ֬ݱઃͷ൜ମ੍ͷࢪ
ೝ͢Δ߹ͳͲʹ͝༻͍ͩ͘͞ɻͳ͓ɺຊνΣοΫϦετ͋͘·ͰҰྫͰ͋ΓɺࢪઃͷछྨنʹΑͬͯ
֘͠ͳ͍߲ࣄͳͲؚ·Ε͍ͯΔ߹͕͋Γ·͢ɻࣗ ͷࢪઃʹ߹ΘͤͯɺಠࣗͷνΣοΫϦετΛ࡞
͢ΔͳͲɺదٓ͝׆༻͍͚ͨͩΕ͍Ͱ͢ɻ

൜औΈνΣοΫϦετ

ෆ৹ऀ͕ࢪઃʹ৵ೖͨ͠߹ʹɺͲͷΑ͏ͳஅΛ͍ߦɺͦ ͷ݁ՌͲͷΑ͏ͳߦಈΛ͖͔͢ʹ͍ͭͯۓ
ରԠΛϑϩʔͰ͍ࣔͯ͠·͢ɻ֤ٸ ɻͳ͓ɺຊ͍ͩ͘͞༺͝ʹঢ়Λ֬ೝ͢Δ߹ͳͲݱઃͷ൜ମ੍ͷࢪ
νΣοΫϦετ͋͘·ͰҰྫͰ͋ΓɺࢪઃͷछྨنʹΑͬͯ֘͠ͳ͍߲ࣄͳͲؚ·Ε͍ͯΔ߹
͕͋Γ·͢ɻࣗ ͷࢪઃʹ߹ΘͤͯɺಠࣗͷϑϩʔΛ࡞͢ΔͳͲɺదٓ͝׆༻͍͚ͨͩΕ͍Ͱ͢ɻ

不審者৵入へのٸۓରԠϑϩʔ

ɺ͕͜͢·͍ࢥօ͞Μेʹ͝ঝͷ͜ͱͱʹط ΕΒͷ൜औΈͷಋೖʹۚࢿͳͲͷ໘Ͱ༷ʑͳ੍
͕͋Γɺཧతͳ൜ମ੍ΛؒظͰߏங͢Δͷ༰қͰͳ͍߹͋Δ͔ͱ͍ࢥ·͢ɻ͠ ͔͠औΈࣄ
ྫʹɺ൜ઃඋͷಋೖ͚ͩͰͳ͘ɺෆ৹ऀใͷڞ༗࣌ٸۓͷׂͷ໌֬ԽͳͲɺൺֱత੍গͳ
͍Ͱ͕͢ɺେ͖ͳޮՌͷ͋Δͷؚ·Ε͍ͯ·͢ɻ

·ͣօ͞Μͷࢪઃͷछ ɾྨنɺͦ ͷଞࣄΛ౿·͑ͯɺதظతͳඪΛཱͯͳ͕ΒɺՄͳͱ͜Ζ͔
Β࣮͚͍ͩͨͯ͠ߦΕ͍Ͱ͢ɻ·ͨɺຖ࣮ͨ͠ߦ༰ΛৼΓฦͬͯɺ࣍ͷܭըΛཱͯΔͱ͍ͬͨஈ
֊తͳखଓ͖Λ౿ΜͰɺ൜औΈڧԽΛਪਐ͞Ε͍ͯ͘Α͏ਪ͍ͨ͠·͢ɻ

ଓతなվળのऔΈをਪܧ

２．ハンドブックの使い方
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ຊϋϯυϒοΫ࡞ʹ͋ͨりɺ以Լの施設ɾࣗ い͖ͨͩ·ͨ͠ɻྗڠ͝ʹ·ମのօ࣏͞
ˎҎԼຊฤͰͷࡌܝॱʹ͓͍͍ͯͩͨͯͤ͞ࡌهΓ·͢

３．ご協力いただいた施設・自治体について

छผ ๏ਓ ɾ໊施設໊
ʢॴࡏʣ ֓ɹɹཁ ࡌܝ

ো

社会福祉๏ਓܒਔ会
ఱ整ࢶԂ
ྲཾԓ
ఱߋੜԂ

（町ྲ܊ఱݝຊ۽）

ఱ整ࢶԂɿੜ活介ޢ、施設入所ࢧԉ（ఆ員֤50໊）
ྲཾԓɿੜ活介ޢ、施設入所ࢧԉ（ఆ員֤�0໊）
　　　　ظ入所（ఆ員̏ ໊）
ఱߋੜԂɿੜ活介ޢ、施設入所ࢧԉ（ఆ員֤�0໊）
　　　　　　ब࿑ܧଓࢧԉ"ܕ（ఆ員10໊）
　　　　　　ब࿑ܧଓࢧԉ#ܕ（ఆ員�0໊）
　　　　　　共ಉੜ活ԉॿ事ۀ（ఆ員�0໊）
職員ɿ11� （໊ύーτؚΉ）

έーε̍
έーε̕

ো
ಛఆඇӦ利活動๏ਓおͻ͞·の会
ੜ活介ޢ事ۀ所おͻ͞·

（Ѫ知ݝඌࢢ）

ੜ活介ޢ（ఆ員ɿ�0໊）
日த一時ࢧԉ（ఆ員ɿ10໊）
職員ɿ̐ ໊、ύーτɿ�໊

έーε̎
έーε̒

自治体 ඌ߁݈ࢢ福祉෦福祉課 ʵ έーε̏

高ྸ

社会福祉๏ਓ会
ಛผཆޢਓϗーϜプϨーήધڮ
ཆޢਓϗーϜ๛णԂ

（ઍ༿ݝધࢢڮ）

プϨーήધڮ（入所ɿ90໊、γϣーτεテΠɿ10໊）
๛णԂ（5�চ）
職員ɿ�0 （໊྆施設߹ࢉ）

έーε̐
έーε10
έーε13

自治体 ࡚ݝ福祉อ݈෦ো福祉課 ʵ έーε̑

自治体 ࡚ࢢ福祉෦ো福祉課 ʵ έーε̑

ো

社会福祉๏ਓ࣎լݝোڠࣇ会
ೆϗーϜλンބ

（ࢢࢁकݝլ࣎）

ੜ活介ޢ（ఆ員ɿ�0໊）
施設入所ࢧԉ（ఆ員ɿ�0໊）
ظ入所（福祉ܕఆ員ɿ�໊、ҩྍܕఆ員ɿ̎ ໊）
職員ɿ�� （໊ύーτ等ؚΉ）

έーἐ

ো
社会福祉๏ਓѴ

（ԬݝࢁԬࢢࢁ）
�5の事ۀ所・施設をӡӦ
ɿྍنେ࠷ ҭҩྍセンλー�00চ、職員�00໊ఔ
ͦのଞ入所施設ɿ�0ʙ100চ、職員΄΅ಉ

έーε�

高ྸ

社会福祉๏ਓѴੜ会
ѴϲٰԂ

（ࢢౡࣇࣛݝౡࣇࣛ）

ಛผཆޢਓϗーϜ（入所ɿ�0໊、γϣーτεテΠɿ1�໊）
έアϋε（30໊）、σΠサーϏε（�0໊）、ډ介ࢧޢԉ
事ۀ所、訪介ޢ、訪ޢ、ఆظ८ճܕਵ時対応ܕ訪
介ޢޢ、༗ྉਓϗーϜ、σΠサーϏε（地域ີணܕ）、
所ۀԉ事ࢧಐൃୡࣇ
職員ɿ1�5໊

έーε1�

ಐࣇ
社会福祉๏ਓたΜΆΆ
たͪΒอҭԂ

（ౡࠜݝӢೆࢢ）

ೝՄอҭ所（ఆ員ɿ30໊） έーε1�
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དྷ๚者ʹաのϓϨογϟʔを༩えͣಈઢをཧ
˔職員にΑる訪者のかけ、訪者の受実施、訪者の活動ൣғを੍ݶするґཔจॻなͲ、訪者ա

のプϨογϟーを༩えな͍Α͏な方๏で、動線管理を͍ߦ、不審者の৵入を防͍で͍るɻ

औ֓ཁ

ʢ̍ ʣॴମ੍ͱ৬һのڞ௨ཧղ

日常の対応

●防൜औ組Έとしてまͣは、防൜ɾ̓ 全確保の者を໋するなͲ組織的な対応をܾめておくこ
とがまれます。

●ͦの্で、ਓのग़入りの管理、ཱ ͪ入りྖҬの管理、施ৣ管理、避難ܦ࿏、緊急連絡なͲのӡ用
ルールをܾめて適に行います。̡έʔε１ でrは֎部からのདྷ๚者へのかけなͲのग़入りの管
理を行っているケーεをհします。

●また、ルールをܾめるͩけでなく、ルールがపఈされるよ͏防൜にؔする職員のҙࣝと知ࣝの向
্もまれます。̡έʔε２ でrは、ຖのϛーςΟϯά実施とٞ事としてهをすことで、ࢀ
加していなかった職員にもし合われた情報を共༗することができている事例をհします。

●防൜情報の共༗ɾҙࣝと知ࣝの向্ととも
に、必要なことは職員へ防൜にؔするݚ修ɾ
࿅を実施することです。̡έʔε３܇ でrは、
者が者のؔۀ体がओ導してෳの事࣏ࣗ
一ಊにձして、άルーϓϫークを通じて防൜
に対するҙ見ަを行っている事例をհ
します。

●̡ έʔε４ʳ̡έʔε５ でrは、防൜マニュアル
のվળを行った事例、マニュアル作成のଅ
ਐのため、ࣗ ࢦ体でマニュアル作成の࣏
等を作成した事例をհします。

དྷ๚者ʹྀͭͭ͠
ಈઢཧを࣮施

έʔε
�

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓܒਔձɹোࢧऀԉࢪઃɹఱࢶԂɺྲ ཾԓɺఱߋੜԂ�ʢোʣ
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དྷ๚者ͱの関係ͮ͘りʹ͚ͯ
˔訪者のかけを意ࣝతにߦえるΑ͏ͲのΑ͏にかけするか、ͲのΑ͏に不審なを見けるか、ͦ して

もし૬खが不審なߦ動をとった߹にͲ͏対応するか、予めखॱを明֬にした্で、職員に対してڭҭを͏ߦɻ

๏ํ༺׆

։かれͨ施設へのྀ
工夫した点

˔不審者の৵入を防͙と͍っても、実ࡍに୭がʮ不審者ʯに֘するのかஅ༰қでな͍ɻྫ えإ見知Γ
でな͘ても利用者の家族で͋るՄ性も͋るため、ૣ ͍ஈ֊かΒੵۃతに不審者ѻ͍した対応できな͍ɻ
ͦのため、إ見知Γでな͍߹ࣦྱのな͍Α͏配慮し、をかけるΑ͏にして͍るɻなお、夜間で͋れ֎෦
かΒの৵入者جຊతにશ員不審者で͋るとஅできるため、ਝに不審者対応をするΑ͏心ֻけて͍るɻ

औಛ

ରɹࡦ ֓ɹཁ

かけ དྷ๚者にはੵۃ的にをかける。

ड付の実施
໘ձ者にͭいては事ॴでड付දにه入をґཔする。
ඈͼࠐΈのۀ者なͲ、إ見知りではないํに対しては事ॴで全て対応し、施設内へཱͪ
入らせない。

かけの
ґཔ文書

。しているࣔܝには「事ॴにをかけてくͩさい」とい͏ґཔ文書をޱのग़入ݐ
。を設ஔしているࡳとい͏ཱ「者のΈཱͪ入りՄ家族とؔ」室ΤϦアに向か͏࿓Լにはډ

施設ओ࠵の
Πϕϯτ対応

֎部の不ಛఆଟのਓがདྷ場する施設内ΠϕϯτなͲの場合、ࢀ加者全員にがಧくよ
͏にձ場内の職員ஔをしている。

དྷ๚者ʹྀͭͭ͠
ಈઢཧを࣮施
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৬һؒのใڞ༗をຖߦいڞ௨ೝࣝのৢ
˔毎日30ʙ1時間、職員̐ ໊でͦの日のৼΓฦΓとΑΓྑ͍ࢧԉを目指してミーティングを実施し、議事録を

作成して͍るɻύーτ職員に議事録を֬ೝしてもΒ͍、ಛผな事ฑޱ಄でもୡして情報共༗して͍るɻ
˔所管するѪ知ݝඌࢢが作成して͍るػة管理ΨΠυラΠンにつ͍て、緊急時の対応ϑϩーなͲඞཁに応じ

て֬ೝするΑ͏にして͍るɻࠓのと͜Ζ緊急時対応を実施した͜とな͍が、શ職員にపఈして͍るɻ
˔ώϠϦϋοτ報告ॻのࡌهにお͍て、通常事ނに関する͜とがଟ͘なるが、不審者に関するώϠϦϋοτも

対として͍るɻࡌه

ʑのใڞ༗
˔日々ߦΘれるۀ্のミーティングのதで、利用者のঢ়گඞཁな対ॲ方๏なͲとともに、ී ஈかΒ防犯体੍

ඞཁな対策につ͍てし߹͍を͍ߦ、ͦ のه録をし、関係する職員等が常にӾཡできるΑ͏な組み作Γ
を目指すɻ

˔·た、日々のۀにおけるίミュニέーγϣンを促進して、防犯に関する理解・意ࣝの向্をかるɻ

๏ํ༺׆

ීஈかΒのίϛϡχέʔγϣϯがཧղɾҙࣝの্ʹͭながる
成果・効果

˔おͻ͞·の会で職員もগな͍͜とかΒ、ミーティングͩけでな͘、日頃かΒޱ಄にΑる情報共༗・࿈ܞがਤ
Βれて͍るɻ͜ のΑ͏な活動を通じて、ಛに防犯マニュアルを作成して͍な͍ものの、不審者৵入時の対応方
๏ආルーτなͲ、ॻ໘にࡌهしな͘てもશ員が共通して理解する͜とができて͍るɻ

今後の課題
˔平成��にਆಸݝのো者ࢧԉ施設でൃੜした事݅を受けて৽たな対策をݕ౼する事ۀ所も͋るが、お

ͻ͞·の会で͜れ·でに実施してきた対応事߲をओ体とし、ͦ ͜に防犯に関するࢹも意ࣝして対応して͍
͘方針として͍るɻ

˔職員の理解・意ࣝ向্、ԁなίミュニέーγϣン職員自の݈߁ঢ়ଶがอたれての͜とɻޙࠓ、感情のί
ンτϩールの方をֶͿʮアンΨーマωδメンτݚमʯなͲ、職員自が心共に݈߁で͍ΒれるΑ͏な配慮も
ඞཁと感じて͍るɻ職員ݸਓがετϨεをためな͍Α͏にする͜とで、ۀに対する不ຬ、ٮ防ࢭにもつな
がると考えて͍るɻ不ຬを๊͍た··ୀ職するΑ͏な͜とがな͍Α͏、職員にも配慮した取組みがඞཁと考え
て͍るɻ

औಛ

日常の対応
ຖのϛʔςΟϯάͱٞࣄ࡞Ͱ
৬һのڞ௨ཧղをৢ

έʔε
�

˗औओମɹಛఆඇӦར׆ಈ๏ਓ͓ͻ͞·ͷձ�ʢোʣ

औ֓ཁ
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άϧʔϓϫʔΫのྲྀれɾ࣌ ʢؒྫʣ
˔テーマの提 （ࣔաڈ ɿྫ平日のޙޕ�時͝Ζ、事所のपΓをେきなかΜを࣋って㓢して͍る不審なਓ͋Γ）
˔次の߲目につ͍てグループで意見交換（֤5ఔ）
　ͲΜなݥةがજΜで͍るか、ݥةのϙΠンτͲ͜か、ݥةに対し、自なΒͲ͏対応するか、
も༗効な対策Կか࠷所ӡӦでۀの事ޙࠓ　
˔グループ͝とに意見交換した内༰をൃද

๏ํ༺׆

൜ͱいうࢹかΒ৽ͨな͖ͮؾ
工夫した点

˔提ࣔしたテーマに対する明֬なճをಋきग़す͜とが目తでな͘、ҟなる事ۀ所の職員ಉ࢜で意見交換す
る͜とで、৭々なͮؾきをಘてもΒ͏͜とを目తとするために、グループワークと͍͏ࣜܗでのݚमとしたɻ

成果・効果
する͜とがଟかったが、防犯౼ݕ策をࢭをத心に防ࢭ防ނ所内での事ۀ୲者にΑれ、ʮ͜れ·で事ࢢ˔

対策のݕ౼もඞཁで͋ると͍͏͜とにも関心が向͘Α͏になったʯとの意見が参加者かΒฉかれたɻ·た、ʮグ
ループワークのൃදのதで、防犯に関するݕ౼を進めるதで防災につ͍てもಉ様に、訓練実施のඞཁ性ܯ
察等との࿈ܞがඞཁʯと͍͏ൃදが͋Γ、参加者のͮؾきを促す͜とができたʯとのも͋Γɻ

औಛ

༷ʑなࣾձࢱ施設のࢀ加者がάϧʔϓ
ϫʔΫを௨ͯ͡不審者ରԠをҙަݟɹ

έʔε
�

˗औओମɹѪݝඌ߁݈ࢢࢱ෦ࢱ՝�

ʻάϧʔϓϫʔΫࢿྉʼ

༷ʑな施設のࢀ加者がάϧʔϓͰ
ҙަݟ
˔ඌࢢ事ۀ所向けݚम会の一テーマとしてʮ不審者㓢ʯをテー

マにグループワークを実施ɻ
˔参加者おΑͼࢢの職員ؚめ̐ ʙ̑ ਓで̍ グループとし、グループ͝
とに事ۀ所पลで不審者が㓢して͍る߹のʮݥةと͏ࢥϙΠン
τʯʮͲΜな対策をとるきかʯなͲをݕ౼して、ޙ࠷にグループ
͝とにൃදする流れとしたɻ

˔参加者事ۀ所のτοプかΒ、ݱのࢧԉ員·で෯͘、֤ 事ۀ所
かΒ̍ ʙ̎ ໊、શ体で�5໊ఔが参加ɻ

औ֓ཁ

ຖのϛʔςΟϯάͱٞࣄ࡞Ͱ
৬һのڞ௨ཧղをৢ

ʲࢀ加ͨ͠ํのをฉいͯΈ·ͨ͠ʳ
lଞ事ۀॴのํʑともҙ見ަができ、ࣗ 事ۀॴで実施していない防൜対策なͲのӡ用等（さすまたの
用、警備ձࣾのηΩュϦςΟ、マニュアルの作成なͲ）にؔする༗ӹな情報が得られました。z
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ਆಸの݅ࣄをػܖʹϚχϡΞϧをݟ͠
˔౪がଟൃした͜とかΒ防犯マニュアルを作成したが、事݅ൃੜҎ߱、不審者対応もؚめマニュアルશ体の見

直しを実施したɻ

औ֓ཁ

のରԠʹඋえɺ࣌ٸۓ
൜ϚχϡΞϧをݟ͠

έʔε
�

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓձɹಛผཆޢਓϗʔϜϓϨʔήધڮ�ɹཆޢਓϗʔϜ๛णԂ�ʢྸߴʣ

＜六親会 防犯マニュアル目次＞＜施設外観＞

マニュアルで事前に、
緊急時の職員の役割を明記

不審者を見分けるポイントについても記載

マニュアルで事前に、
緊急時対応のフローを明記

日常の対応
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ϚχϡΞϧ࡞ɾಋ入のྲྀれʢྫʣ
˔ްੜ࿑ಇলの通知を参考に、طଘの防災、防犯マニュアル等との関係を整理して߲ࡌه目をબするɻ
察なͲઐ家の意見を取Γ入れて、ඞཁに応じ加ච・मਖ਼するɻܯ˔
˔職員にマニュアルを開 ・ࣔઆ明し、ӾཡできるΑ͏にするɻ
˔職員に対して訓練を実施するɻ

๏ํ༺׆

ްੜ࿑ಇলの௨をج४ʹɺܯʹΞυόΠεをड͚࡞
工夫した点

にͲのΑ͏な対応がඞཁになるかࡍ作成したɻ一方、実・౼ݕຊతにްੜ࿑ಇলの通知を参考にಠ自でج˔
、ܯ察と૬ஊしながΒ作成を進めたɻ

˔ෳのΤϦアにछྨのҟなる施設が͋るが、防犯マニュアルの内༰につ͍て施設ݐのܗঢ়がҟなΓ、施
錠Օ所施錠方๏がಉ一でな͍ɻͦ のため、ͦ れͧれの施設に߹Θͤた組みをݕ౼し、マニュアルを作成
して͍るɻ

苦労した点・今後の展開
˔マニュアルを作成したが、ޙࠓの課題実動訓練なͲをຊ֨తに実施して職員の意ࣝを向্ͤ͞て͍͘͜とɻ

不審者৵入時にۭき෦に༠ಋし、ͦ のޙ利用者のආ༠ಋを実施する͜ととして͍るが、ྟ 応มな対ػ
応がٻめΒれるɻ·ͣ、職員のશ体会議ので防犯マニュアルを֬ೝしながΒ、Ͳ͏͍͏活動をすきかに
つ͍て職員ಉ࢜で意見交換するなͲのݚमを実施して͍るɻ

˔平成��にਆಸݝのো者ࢧԉ施設でൃੜした事݅のൃੜ直ޙ職員の意ࣝも高かったが、時間がܦաす
るなかでബれてきて͍るɻ事݅でݩ職員の犯ͩߦったため、๏ਓશ体としてݱ職の職員を対としたਓڭݖҭ
をしっかΓߦΘなけれなΒな͍と考えて͍るɻ

˔ਓڭݖҭͩけでな͘、कൿٛのపఈϋラεメンτなͲもؚめ、͋ ΒΏる໘かΒ職員ҭ成を進めて͍るɻࡏ
੶தͩけでな͘ୀ職ޙにも題がൃੜしな͍Α͏職員ҭ成にྗを͍で͍るɻ

औಛ

のରԠʹඋえɺ࣌ٸۓ
൜ϚχϡΞϧをݟ͠
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  ˒࡚ݝϗーϜϖーδでもެ開ɿϗーϜʼྨで୳すʼ福祉・อ݈ʼোが͍者ʼ防犯対策マニュアルの策ఆ
    （IUUQ���XXX�QSFG�OBHBTBLJ�KQ�CVOSVJ�IVLVTIJ�IPLFO�TIPHBJTIB�CPVIBO����0�0�IUNM）

  ҎԼのΑ͏に、マニュアル作成の指針と、マニュアルܗ、関࿈する様ࣜがࣔ͞れておΓ、福祉施設でも利用し
す͍ɻ

๏ํ༺׆

൜ϚχϡΞϧ࡞のඞཁੑをվΊͯೝࣝ
経緯・工夫した点

˔平成��にਆಸݝのো者ࢧԉ施設でൃੜした事݅のൃੜ直ݝ、ޙ内のো者入所施設（�5施設）を対
に防犯設備、マニュアル、訓練なͲ防犯の取組みঢ়گにつ͍て実ଶௐࠪを実施したɻ防犯マニュアル作成ࡁ
みとճした施設̍ ʙ̎ 施設ͩったため、作成を促す取組みがඞཁと感じたɻ

˔֤施設で作成する防犯マニュアルの内༰、ݸผの事情をצҊしたものになるとࢥΘれるが、参考となるࢿྉ
がなけれ取組めな͍のでな͍かと考え、ݝとしてްੜ࿑ಇলのʮ通知ʯଞ自治体のࢿྉを参考に作成ྫ
をࣔす͜ととしたɻ·た、指針策ఆにࡍしてଞの自治体等が作成したものを参考としたɻ

成果・効果
˔防犯マニュアルの作成ঢ়گ、入所施設�5施設の͏ͪ�0施設でྃを֬ೝして͍るɻ֤ 施設で防犯マニュア

ルを作成するに͋たΓ、職員ಉ࢜でݕ౼を進める͜とが防犯意ࣝの醸成にもつながるためʮ作るաఔもॏཁʯ
とえて͍るɻ

●防൜対策マニュアルࢦ（マニュアルの作成手ॱ）
●防൜対策マニュアル（ܗ）
●防൜設備チェックϦετ（༷ࣜ）
●緊急連絡（༷ࣜ）

●緊急時の役割分担（αϯϓル）
●不審者対応のྲྀれ（αϯϓル）
●緊急連絡の要 （ྖαϯϓル）

ʻ൜ϚχϡΞϧ࡞ࢦʼ

日常の対応

͠ɺ֤࡞Ͱ൜ϚχϡΞϧをݝ ମͰ࣏ࣗ
をଅਐٴී
˔࡚ݝとして、ো者入所施設向けに防犯マニュアル策ఆのための指針マ

ニュアルのܗ、ͦ のଞ関࿈する様ࣜを作成・ެ දして͍るɻݝԼのো者
入所施設ඞਢ、グループϗーϜਪとし、֤ 施設でマニュアル作成をཁ
したɻ施設͝とにঢ়گがҟなるため、ඪ४Խ͞れたマニュアルをࣔすので
な͘、指針とマニュアルのܗをࣔすかたͪとして͍るɻ

˔࡚ࢢで管Լのো者ࢧԉ施設に対し、ݝがެදして͍る防犯マニュアル
の指針等を参考に作成するΑ͏指ಋして͍るɻ

施設͚の൜ϚχϡΞϧ࡞ࢦを
ɾհ͠ɺϚχϡΞϧඋをଅਐ࡞ମが࣏ࣗ

έʔε
�

˗औओମɹ࡚ݝোࢱ՝�࡚ࢢࢱ෦োࢱ՝�

औ֓ཁ

औಛ
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͠いҬのํʑかΒ൜ใのఏڙ
˔利用者のੜ活ࢧԉの一として、ϖοτボτルۭき؈なͲのϦサΠクル作ۀをߦって͍るが、ۙ ྡ住民の方

が、に事ۀ所直ࠐͪ࣋Μで͘れる͜とが毎日のΑ͏にߦΘれて͍るɻ·た、ۙ ྡの住民の方かΒ作
なͲをࠩし入れて͘れる͜とも͋るɻ͜ のΑ͏に、地域の方々と日頃かΒ交流がਤΒれておΓ、إ見知Γの関
係で͋るɻ来所時に住民の方かΒ防犯に関Θる情報提供を受ける͜とも͋るɻ

औ֓ཁ

͋いͭ͞などࠒの৺ֻ͚がେ
工夫した点

˔日頃かΒۙྡの方々の͍͋͞つをܽかͣ͞͏ߦΑ͏にし、ԁな地域࿈ܞがਤれるΑ͏意ࣝして͍るɻ
　おͻ͞·の会地域の方々が会員となって͍る/10๏ਓで͋Γ、ఆྫ会を݄に̍ ճ開࠵し、情報交換をߦって

͍るɻ·た、会員の方が会員Ҏ֎のۙྡ住民の方ともつながって͍るため、直の関ΘΓがな͘とも、事ۀ所
に関する理解が促͞れて͍ると͏ࢥɻ

˔の会に参加して͍る方もଟ͘、ͦ のつながΓでの࿈ܞ情報共༗なͲもߦΘれて͍るɻ

成果・効果
˔地域の方、職員、利用者がみなإ見知Γの関係ができて͍るため、防犯に対する対策にもなって͍るとおͻ͞
·の会で考えて͍るɻ地域の方々の͝理解・͝ ってͦ͜、施設の防犯が成Γཱつɻ͋ྗڠ

औಛ

ҬのॅຽͱのࠒのަྲྀͰ関係ߏங
൜ใのఏڙʹͭながる

έʔε
�

˗औओମɹಛఆඇӦར׆ಈ๏ਓ͓ͻ͞·ͷձ�ʢোʣ

ʢ̎ ʣ不審者ใʹ係るҬ関係ػ関ͱの࿈ܞ

●防൜にかかわらͣࠒから、ࣗ ۙ、ձڠ体や警察、ொ内ձやҬの防൜࣏ ྡの学校やࣾձ福祉施
設なͲ、Ҭஂ体等と連絡がऔれるؔੑをもっておくことで、防൜にる情報も早いஈ֊からऔ
得することができ、施設内での職員周知や施ৣ管理のపఈなͲ対策をߨじることができるよ͏に
なります。

●̡ ケーε̒ とrして、Ҭ住民のํʑやのձなͲとྑなؔߏஙにめて、不審者情報なͲも
速やかに入手できる体੍ができている事例にͭいてհします。

施設͚の൜ϚχϡΞϧ࡞ࢦを
ɾհ͠ɺϚχϡΞϧඋをଅਐ࡞ମが࣏ࣗ
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ʢ̏ ʣ施設ͱར༻者のՈのऔΈ

൜ʹかかるՈへのઆ ɾ໌࿈བྷମ੍ʹͭいͯ
࠶֬ೝを

●事ނや災害が発ੜした場合の対応事߲なͲにͭいては、ै དྷより家族へ説明を行っており、また
緊急連絡なͲも整備されているなͲ、連絡体੍にͭいてもߏங済の施設ɾ事ۀॴがଟいと推察
します。

●しかしながら、防൜にかかる施設ɾ事ۀॴのऔ組ΈにͭいてはきͪΜと説明できていない施設ɾ事
ॴもあるのではないでしΐ͏ۀ か。վめて家族へ説明する機ձを設け、連絡体੍や連絡手ஈɾ避難
࿏等にͭいてվめて確ೝɾ共༗しておくことで、利用者はもͪΖΜ、利用者の͝家族においてもܦ
҆心してա͝すことができるよ͏になります。

●ここでは、実ࡍに防൜にؔする説明を実施している事例をհします。

いئの͓ྗڠ者આ໌ձͰ൜औΈのઆ໌ͱޢɹอ̍ྫࣄ
（社会福祉๏ਓたΜΆΆ　たͪΒอҭԂ）

˔不審者対応訓練の実施マニュアルの整備なͲ、อҭԂとして実施して͍る防犯に係る取組みをอޢ者
આ明会でઆ明し、ྗڠをґཔして͍るɻ

˔આ明会で、不審者情報入ख・不審者৵入なͲの緊急事ଶ時に家族の方も࿈བྷを入れるなͲ情報共
༗意ىשをࢫ͏ߦも߹Θͤてઆ明して͍るɻ

をपɾపఈͯ͠ɺՈཧղ҆͠৺ؒ࣌ɹ施ৣ̎ྫࣄ
（社会福祉๏ਓܒਔ会　ো者ࢧԉ施設　ఱ整ࢶԂ、ྲ ཾԓ、ఱߋੜԂ）

˔体োの΄か、知తো、ਫ਼ਆোをおͪ࣋の方の受け入れをߦって͍るが、職員がͮؾかな͍͏ͪに
֎ग़てし·͏利用者も͍るɻ

˔ͦ し͏たग़าきの対応に加えて、防犯্のඞཁ性かΒ、༦方Ҏ߱日ॕ日常時施錠をߦって͍るɻ
˔家族の方なͲの来訪時にも開錠するख間をかけて͍るが、ʮग़าき防犯্の対策として施錠して͍るʯ
とઆ明して͝理解͍た͍ͩて͍るɻ

˔家族の方なͲかΒʮ（施錠して͍た方が）安心できるʯとのおを͍た͍ͩて͍るɻ

日常の対応

ʑのަྲྀ
˔日々の͍͋͞つΠϕンτの参加なͲを通じて、地域住民と交流をかΓ、防犯情報の提供もؚめ日頃かΒԁ

なίミュニέーγϣンにめるɻ

๏ํ༺׆
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ʢ̐ ʣҬͱのڞಉʹΑる൜ҙࣝのৢ

●ࣾձ福祉施設はҬ住民とともにҬの活動にࢀ加したり、施設内でのΠϕϯτにҬのํʑが
。いますࢥし、ʑ活動されているものとࢦ加するなͲ、「開かれた施設」をࢀ

●ࠒからҬとのަྲྀをਂめておくことで、
「ීஈ見かけないਓがいる」「不審なंが
ある」なͲ、早ظ発見にܨがります。

●̡ έʔἐ とrして、ৗ的にଟくのϘϥϯ
ςΟアのํʑをडけ入れているとともに、
活動にऔ組Μでいる事ݙߩ的にҬۃੵ
例と、̡έʔἑ とrしてҬのํʑと一ॹ
に避難܇࿅等を実施している事例をհし
ます。

ϘϥϯςΟΞをड͚入れɺҬ׆ݙߩಈ
を௨ͯ͡։かれͨ施設を͢ࢦ

έʔε
�

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓ࣎լݝোڠࣇձɹބೆϗʔϜλϯ�ʢোʣ

施設がத৺ͱなりɺ
ҬݙߩのΈをߏங
˔ಉ๏ਓの設ཱझࢫがʮ福祉の·ͪͮ Γ͘ʯで͋る͜とかΒ、
ʮおたが͍͞Μωοτワークʯとশして地域貢献の組
みを構築ɻਪ進として、地域貢献ίーσィωーλーを
৽たに設置し、ื ۚ活動ଞஂ体のิॿۚࢧԉなͲ
を通じて、ੵ って͍るɻ࣋తに地域と関係をۃ

˔ボランティアの方を対としたݚम会も施設ओ࠵で
1ճ開࠵して͍るɻࡢʮ૬ݪ施設事݅を考えるʯを
テーマに開࠵し、�0໊ఔが参加ɻ

˔ಉωοτワークの活動につ͍て、1ճ報ࢴをൃߦし、
地域自治会ؗなͲで配ɻ

ʮ͓͕͍̒ͨ͞ΜωοτϫʔΫʯΠϝʔδਤʼ

औ֓ཁ
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Ҭॅຽͱڞಉ͢る
˔ಉ๏ਓで防災訓練を地域住民と共ಉして実施ɻಉ๏ਓのதに、ࢢかΒආ所として指ఆ͞れて͍る施設

も͋Γ、ൃ 災時にपล地域の住民もආして͘る͜とになって͍るため、ආ所の見ֶ会ਬきग़しの訓練
もߦって͍るɻ

Ҭ׆ݙߩಈをਪਐ͢るׂ෦ॺの設ஔ
˔活動の実ߦ性を୲อするため、地域貢献活動をاը・ӡӦするׂ෦ॺを設置するなͲ体੍໘に配慮するɻ
ԉニーζを௫ΉɻࢧしながΒ、地域のܞ民交流を目తとした施設と࿈ࢢ議会ڠ町ଜの社会福祉۠ࢢ、ݝ˔
˔地域貢献活動を組みԽする͜とで、ܧଓతなࢧԉ実施とΑΓ域のԣల開がՄとなるɻ

๏ํ༺׆

ҬॅຽʢொձʣͱҰମͱなͬͨ
ࡂɾ൜ʹ係るऔΈ

έʔε
�

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓѴ�ʢোʣ

ҬのஂମへݸผώΞϦϯά͠ɺࢧԉχʔζを௫Ή
工夫した点

˔地域貢献ίーσィωーλーがࢢ内ۙྡ地域の課題に取Γ組Μで͍るボランティアࢢ民活動グループ（�3
ஂ体）ώアϦングを実施ɻʮԿをするஂ体なのかʯʮԿにࠔって͍るかʯʮͲのΑ͏なࢧԉがඞཁかʯと͍͏に
つ͍てௐࠪしたɻ

˔ͦの݁ՌかΒ、ボランティアの方のݚम等を͏ߦ直実施事ۀと、地域課題に取Γ組Ήஂ体活動ۚࢿॿ
成を͏ߦॿ成事ۀがඞཁで͋るとかったɻ

苦労した点・今後の展開
˔地域の方々との関係性ಉωοτワークを通じて作れて͍るが、༗事のࡍに施設ۙྡの方々のࢧԉがඞཁ

で͋Γ、不審者৵入時Ր災なͲの災ൃੜ時に利用者ආがඞཁになった߹、ࢧԉがεϜーζに受けΒ
れるか不安ɻ

˔ਓݖをテーマにしたݚमなͲを実施して͍るが、参加者ো者福祉施設に対してै来ΑΓ関心理解の
͋る方々がଟ͘、関心理解がेでな͍一ൠの方に参加のすͦを͛る͜とにۤ࿑して͍るɻ

˔社会福祉๏ਓの性্࣭、ଞஂ体のۚમతなࢧԉがし͍ため、ʮおたが͍͞Μωοτワークʯ୯体での活動
を目指し、ΑΓ域での取組みを進めて͍きた͍ɻ

औಛ

日常の対応

औ֓ཁ
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Ҭॅຽをࠐ͖רΜͩ܇࿅࣮施ΠϕϯτӡӦ
˔不審者৵入時Ր災・地等の災ൃੜ時に、ঢ়گのత֬なѲ施設֎の利用者ආ等の対応に͋たって

、施設पลに住Ή地域住民のࢧԉを受けΒれる͜とが·し͍ɻ
˔防災訓練のڠಉ実施施設の֤छΠϕンτを通じて、利用者・施設職員・地域住民がإを߹Θͤてίミュニέー

γϣンする͜とで、༗事のࡍにもεϜーζな࿈ܞができるɻ

๏ํ༺׆

ҬॅຽʢொձʣͱҰମͱなͬͨ
ࡂɾ൜ʹ係るऔΈ

Ҭॅຽͱのを૿͢
工夫した点

˔ಉ๏ਓで、町内会のఆظ参加に加え、毎ՆにՖ
Րେ会を開࠵するなͲ、施設ࢧ෦がͦれͧれ地域社
会とීஈかΒ交流をߦっておΓ、पล地域の方々もಉ๏
ਓの施設ࢧ෦の͜とに理解をࣔして͘れる関係が築
けて͍るɻ

˔ͦ͏した日常時の関係性が構築͞れて͍る͜とかΒ防
災訓練にもଟ͘の方に参加͍たͩき、地域住民と施設職
員に加えて利用者も一ॹに防災訓練でਬきग़しをする
なͲ、पล地域の方々とίミュニέーγϣンをਤって͍るɻ

˔ಉ๏ਓのதに一ൠආ所ͩけでな͘、福祉ආ所としても指ఆを受けて͍る施設も͋る͜とかΒ、町内会の
方々と࿈ܞし、地域の福祉ආ所のආ対となる方のप知、ආに͋たってのྗڠ体੍の構築なͲ
をߦって͍るɻ

˔施設内でのΠϕンτ開࠵のଧͪ߹Θͤ
町内会の会߹なͲでも、ఆظతに地
域の方々とし߹͍のを࣋って͍るɻ

˔毎、Նに施設ओ࠵のՖՐେ会を開
000ɻ利用者ؚめ5࠵ਓఔが参加し、
地域でも༗໊なΠϕンτとなって͍るɻ

ʻҬॅຽͷආॴͷઆ໌ͷ༷ࢠʼ

ʻҬ͔Βͷආ܇࿅ͷ༷ࢠʼ

औಛ
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൜設උのڧԽ
˔Ҏ前かΒ、防犯カメラ、防犯センサーを設置して͍たɻ利用目త防犯と͍͏ΑΓ利用者の安શ֬อのため

ͩったɻ·た、ݐのग़入ޱ等ෳݸ所に防犯ϒβーを設置しておΓ、൶を開けるとܯ報Իが໐る組みとし
て͍るɻ

˔ΑΓ防犯対策をڧԽするため、施設敷地内を照Βすための-&%ラΠτをෳݸ所に設置し夜間かΒૣே·で
౮ͤ͞て͍るɻ·た、ग़入ޱ施錠時、職員が֎かΒ҉ূ൪߸で開錠する͜とができる組みになっておΓ、
事݅ൃੜޙ職員のୀ職のࡍなͲదٓมߋするルールとしたɻ

औ֓ཁ

ʢ̑ ʣ施設設උ໘ʹ͓͚る൜ʹ係る҆શ֬อ

日常の対応

●防൜対策とߟえた場合、施ৣ管
理や防൜Χϝϥ、防൜ϕルなͲ
設備໘での対応のڧԽをఆ
するのではないでしΐ͏ か。

●設備対策はඅ用もֻかる対策
であり、施設のಛੑやن、ӡ
ӦܗଶなͲによって必要となる
ものもҟなってくるはͣです。
Ͳのよ͏な的でԿを導入する
のか、̡ケーε̕ ʳ̡ケーε̍ ̌ をr
に導入ط、にしていたͩきߟࢀ
している設備のӡ用ํ๏のվ
ળや、৽たに導入を検討する設
備やͦの設ஔ場ॴなͲ、検討い
たͩくとよいでしΐ͏ 。

●たͩし、設備ͩけをᘳにἧえるͩけでは対策としては不े分です。ͦ れらを活用できる職員ڭ
ҭ等もॏ要です。防൜設備を設ஔして҆心してしまわないよ͏、͝ ཹҙくͩさい。

Χϝϥɺηϯαʔɺর໌Ͱෑのಈ͖を
ར༻者ɺՈɺ৬һの҆৺ײをߴΊる

έʔε
�

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓܒਔձɹোࢧऀԉࢪઃɹఱࢶԂɺྲ ཾԓɺఱߋੜԂ�ʢোʣ
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設උの༻ํ๏のप
˔設備をಋ入したΒͦれで安心するのでな͘、設備の用方๏を理解して͍る͜と、·た設備を通じてҟมを

察知した時の対応がେɻ͜ れΒにつ͍てルールԽ、ݚम・訓練を実施して職員が設備を用して防犯活動を
える体੍を整備するɻߦ

๏ํ༺׆
Χϝϥɺηϯαʔɺর໌Ͱෑのಈ͖を
ར༻者ɺՈɺ৬һの҆৺ײをߴΊる

設උのͰΑり҆৺Ͱ͖る施設へ
成果・効果

˔日ॕ日常に入ޱ施錠を実施しておΓ、訪者ΠンλーϑΥンで来訪を告͛開錠する͜とにして͍るɻ利
用者家族の来訪時もಉ様の対応をߦっておΓख間をֻけͤ͞て͍るが、施錠͞れて͍る方が安心できるとの
が͋るɻ

˔-&%ラΠτのಋ入で夜間にؼする職員かΒ、明る͘なΓ安心できるΑ͏になったと͍͏も͋Γɻ

औಛ

ઃɹඋ ֓ɹཁ

防൜Χϝϥ 施設֎にෳ設ஔし、ग़入ޱ等をࢹ。िؒఔهがՄ

警報ϒβー
൶を開けると警報Իが໐る組Έ。ͦ のଞՕॴのηϯαーでも動きに応してϒβーが໐る組
Έで、ϒβーが໐ったら防൜Χϝϥը૾を確ೝする

ग़入ޱ施ৣ ロックで҉ূ番߸により開ৣࢠి

-&%ϥΠτ
-&%ϥΠτはैདྷのর明より明るい。ؒでもෑ内を明るくরらしておくことで、不審者の侵入
を抑止

ৗ備౮ 利用者の全ډ室に着ࣜのৗ備౮を設ஔ。ؒの不ྀのτϥϒルや災害、ఀ ి時等にޮՌを発ش

ඇৗ時一੪ϝール ඇৗ時に全職員に一੪にϝール৴がՄ
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དྷॴ者のతѲͱಈઢの໌֬Խ
˔福祉施設にお͍て、利用者家族の໘会、ボランティア、介ޢ実शੜの受入れなͲ、日頃かΒଟのਓのग़入

が͋Γ、શ員がإ見知Γと͍͏Θけでな͍ため、来所者に対して職員かΒੵۃతにѫࡰ・かけをし、来所

๏ํ༺׆

日常の対応

外෦৵入者を༰қʹࣨډ·Ͱߦかͤないɺཁॴをͨͬߜ施ৣཧ
工夫した点

ਖ਼໘に事所が͋Γかけを実施ɻͦޱ内に不審者がཱͪ入った߹でも、入ݐ˔ ͜でࢭめΒれな͘ても、࿓
ԼとϢニοτの間൶が͋Γ、ి で·ࣨډ組みとなって͍るため、༰қに利用者のϩοクΩーで開錠するࢠ
ཱͪ入れな͍Α͏にして͍るɻ

苦労した点・今後の展開
˔職員用のग़入ޱにつ͍て҉ূ൪߸にΑるిࢠϩοクとして͍るが、職員の入れସΘΓがසൟに͋るため、

มߋする͜とがし͍ɻ（ࡏݱఆظతにมߋ）
தɻ職員の入れ౼ݕ組みのಋ入をೝূで開錠するإೝূカメラを設置し、҉ূ൪߸でな͘職員のإ、ޙࠓ˔

ସΘΓが͋ってもσーλの登録・আの対応ͩけでࡁΉため、λΠϜϦーな対応がՄになるɻ

औಛ

ઃɹඋ ɹ༰

றं場ήーτ、
の施ৣޱ入ݐ

ຖ、ؒ、早ே等、༧めܾめている時ؒは施ৣしている。ج本的にؒに๚するਓはい
ないため、不審ं྆なͲが施設લにఀंしている場合なͲはҙしている

૭Լに
ロック機設ஔ

室では૭Լにロック機ډ室の૭も全て施ৣしているが、ೝ知利用者のډ本的に各ج
を設ஔしている。ສが一開ৣしても1�DNఔしか開かͣ、ਓのग़入はできない

防൜Χϝϥの設ஔ になるとこΖにはΧϝϥを設ஔしており、事ॴ内で確ೝできる֯ࢮやޱのग़入ݐ

ロックによる施ৣࢠి
 ɾؒ早ேなͲ職員が利用するग़入ޱは、҉߸によるిࢠロックを設ஔし部֎者の侵入を
防いでいる（҉ূ番߸はఆظ的に変更）

Ϣニッτग़入ޱの施ৣ
னؒはϢニッτؒもࣗ༝に行きདྷできるよ͏にしているが、 ɾؒब৸தはϢニッτ͝とに
施ৣしており、ݐग़入ޱから不審者が侵入しても、ډ室まです͙にはたͲり着けない

　ओに、ҎԼのΑ͏な設備対策をߦって͍るɻ

औ֓ཁ

ಈઢをྀͨ͠ߟΧϝϥの設ஔͱ
施ৣཧ

έʔε
��

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓձɹಛผཆޢਓϗʔϜϓϨʔήધڮ�ɹཆޢਓϗʔϜ๛णԂ�ʢྸߴʣ
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夜間防犯の課題

ؒの൜औΈの͠͞はʮஔ৬һの੍ݶʯʹ Ҽى
˔日தの時間ଳとൺֱして、ʮগの職員で夜ۈをߦって͍る͜とʯʮ者が不ࡏにする͜とがଟ͍͜とʯなͲ

を理༝に夜間防犯取組みが͞Βにࠔになるɻ͜ のΑ͏に夜間の防犯取組みのし͞ओにʮ職員配置ʯに
Ҽして͍ると考えΒれるɻى

取組みの方向性
˔夜間防犯の課題に対して、ԼهのとおΓ、ʮݶΒれた職員の対応Ϩϕルを্͛る（࣭の向্）ʯʮ設備ثػのྗも

आΓるなͲしてݶΒれた職員の対応ྔを向্ͤ͞る（ྔの向্）ʯの྆方向で取組みをਪ進ͤ͞る͜とが
夜間防犯ྗの向্につながるɻ

ؒ൜の՝

ಈઢをྀͨ͠ߟΧϝϥの設ஔͱ
施ৣཧ

入ॴ施設ʹ͓͚るؒ൜の՝ͱ
औΈのํੑ

έʔε
��

ʢ̒ ʣͦ のଞ
●本ϋϯυϒックは、ࣾ ձ福祉施設のӡӦや防൜にؔするઐ家でߏ成された検討ҕ員ձの検討を

別のケーεにͭいてҕ員ձݸ。（রࢀ成員等は、49ϖーδߏҕ員ձの）て作成を行ってきましたܦ
ϝϯόーでҙ見ަを܁りฦすதで、ಛに入ॴ施設におけるؒの防൜औ組Έがഭした՝で
あるとのೝࣝにいたりました。

●ͦのため、これまでのケーεはώアϦϯά݁Ռにͮجくݸ別のࣾձ福祉施設の事例をѻってきま
したが、ここではえてಉҕ員ձで整理したؒ防൜にؔするߟえをおえします。

ੑํ ɹ༰

らΕͨ৬һͷ対応ݶ
Ϩϕϧを্͛る
ʢ࣭ͷ্ʣ

ᶃׂͷ明֬Խɿ
「通報役や不審者対応役なͲの役割ܾఆ」や「各役割の対応者のܾఆ」なͲ
ᶄ対応߲ࣄͷ明֬Խɿ
「通報ج準（ۭৼりをڪれͣ連絡してよい状況のルールԽ）のܾఆ」や「対応事߲のϦετ
アッϓ（行͏き事߲と、行͏きでない事߲のྻڍ）」なͲ

৬һͷ対応ྔを
る্ͤ͞
ʢྔͷ্ʣ

ᶅઃඋثػをಋೖɾ׆༻ɿ
ஔ職員を急に૿やすことはݱ実的ではないため、設備機ثの導入ɾ活用を࣠に検討
する。ਓがগないؒଳにおいては、侵入をいͪ早く検知し、一ࠁも早く֎部に通報しࢧ
ԉを求めることが被害の拡大防止にۃめてॏ要である。ਓののわりに防൜ηϯαー
や防൜Χϝϥを活用して不審者のೝ知を早め、警備ձࣾ等にࣗ動通報するγεςϜや、
Ϙλϯをԡすͩけで警察や警備ձࣾに通報できるඇৗ通報ஔを活用することで、職員
は不審者対応や入ډ者の避難誘導にపすることができる。

の目తを明֬にする͜とで、不ཁなΤϦアのཱͪ入Γを੍ݶできるɻ
˔利用සの͍ཪޱのΑ͏な所につ͍て、職員の目につきに͍͘ため、防犯カメラを設置・ࢹする͜と

で、不審者の㓢・৵入をѲするとΑ͍ɻ
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日常の対応

ฏ࣌のར༻者ɾར༻者Ոɾ৬һͱの
関係ੑߏஙを௨ͨ͠൜ରࡦ

έʔε
��

˗औओମɹ会ૣක১যে会岜嵞ഗୱ�ʢྸߴʣ

ࢱ施設ʹ͓͚るτϥϒϧのଟ͘
はʮฏ࣌の関係ੑʹىҼʯͱཧ
˔๏ਓ理೦̡ ଚݫにཱつ とrʮઌͣॳめにಇ͘職員のଚ

إをେに͞れた職員のखのઌݫをେにし·すɻଚݫ
のઌかΒ流れग़るέア࣊しみにຬͪ、自ͣと利用者の
ଚݫをେにするでしΐ͏ ʯと͍͏意ຯで͋Γ、職員・利用
者・͝ 家族様がみなʮ自がେに͞れて͍るʯと感じΒ
れるΑ͏にཹ意して͍るɻ

˔組৫෩のதにʮ対のจԽʯを醸成して͍るɻ
ʮ̝組৫にେに͞れて͍ると͍͏感֮ʯが͋れ、૬ޓの関係性自ͣとྑ͍ものになってߦ （͘関係性にԙけ
るྑ॥）ɻ݁ Ռతにແ用なτラϒルൃੜͤͣ、ԿΑΓの防犯対策になると信じて͍るɻ

औ֓ཁ

ʮରのจԽʯをԿΑりॏࢹ
工夫した点

˔Կ事もτοプμンでܾめるのでな͘、おޓ ʮ͍ᡰにམͪてʯߦ動できるΑ͏に、日常のதにʮ対のจԽʯを
ॏΜじて͍るɻ

˔組৫ฤ成にԙ͍ても、ݱをΑ͘知るத֩職員の意見にࣖをけ、୯にֶ ࢿྺ・ 等にとΒΘれる͜となݧܦ֨・
͘、ਓ ・֨ࣝ 見・Մ性・ద性をॏΜじたਓ事をߦって͍るɻ

ʮ̝組৫にେに͞れて͍るʯと͍͏感֮組৫の信པ感にܨがΓ、職員が৳ͼ৳ͼと自ओ性を࣋って活༂ग़
来るʮͮ Γ͘ʯにめて͍るɻ

˔ଟ͘の入所施設でै来ʮ夜間通用ޱのݶఆʯʮ施錠・ށకΓʯをத心にした防犯取組みをߦって͍るが、͜ れ
Βのపఈに加えて্ه方向性で取組みのݕ౼・ਪ進、ڭҭ・訓練をॏͶて実施する͜とで実効性を֬อでき
る͜とが·し し͍、し͍߹গな͘とも1໊·γϑτを͘み্͛る͜とがۈ者で夜ߨҭ・訓練受ڭ͍）
֬อするなͲ配慮する͜とが·し͍）ɻ

˔なお、取Γػの͞Βなるਪ進がٻめΒれて͍るಛผཆޢਓϗーϜで、取Γにࡍして͝家族ҩࢣ・
かΒͦの施錠をݶ等のԟ訪に備えて夜間ଳで͋っても開錠してお͘͜とが͋Γ、配置職員の੍ࢣޢ
に、平時ফ౮して͍るࡍが͋る（夜間の取Γに対応するため開錠して͍るگなͲの対応し͍ঢ়͏ߦ
関पลの照明が౮͞れて͍る͜とで防犯効Ռ͋るͩΖ͏が、一ఆཹ意してお͘ඞཁも͋るͩΖ͏）ɻݰ

ʻࢪઃ֎؍ʼ

औಛ
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ฏ࣌のར༻者ɾར༻者Ոɾ৬һͱの
関係ੑߏஙを௨ͨ͠൜ରࡦ

ཧࣄの൜औΈʹ係るߟえ
˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓѴੜձɹѴϲٰԂ

●福祉施設で発ੜする事ނやۤ情にࡍして、τϥϒルに発లするケーεのଟくは「平時のؔੑの
。えるߟҼするとىബさɾ੬ऑさ」にر

●防൜Χϝϥや൶なͲ、࠷ݶの防൜対策は必要であるも、աな対策はかえって「利用者家族
が໘ձしͮらい」「利用者ɾ職員がࢹされてるよ͏にײじる」といったҹを༩えて「平時のؔ
ੑを阻害」させてしま͏のではなかΖ͏かとߟえる。

ϘϥϯςΟΞɺՈなど外෦のが൜ࡑを
ࢭ

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓ࣎լݝো害ڠࣇձɹބೆϗʔϜλϯ

ಉ施設ではؒԆ1300ਓఔのϘϥϯςΟアを施設にܴえ入れている。
また、利用者家族もසൟに๚があるため、ৗに施設には֎部のがあることになる。
このよ͏に֎部のが入ることで、利用者にとって

は見कりのが૿えることになり、一ํでհޢ職員に
とっては「ৗにࣗ分は見られている」とのྑい緊ுײが
ժੜえ、ٮなͲ不適なࢧԉや൜ࡑ発ੜの抑止力
となっている。

施設نやཱにもよるが「Ҭへ開かれた施設」
をࢦしていくことで、ࢹのが行きಧき、防൜に
もܨがっていくとߟえる。

成　　果
ʮ̝自Β考えߦ動するʯに、ͦ のࠜڌとなるڭཆ・知 ੵ、きͮؾをੵ·なけれなΒな͍͜とに職員ݧܦࣝ・ ۃ
తにֶͼߦ動するΑ͏になったɻ

˔職ݱにԺかで信པにຬͪたۭؾが流れるΑ͏になったɻ
ʮ̝職員間の関係性の向্ʯʮέアの࣭の向্ʯにܨがΓ、݁ Ռతに入Ӄ日がܹݮし（取組前11�0日�ˠ平
成��・��119日�·でݮগ）、事ނもݮったɻ

˔取Γも直ۙ5ϲで100�をୡ成し、取Γޙ、શての͝家族様かΒʮظ࠷を͜のΑ͏なૉΒし͍施設でա
ͤ͝͞て͍た͜とがԿΑΓのߦでしたɻh感ँ のɦͪ࣋ؾで͍っͺ͍ですɻʯとݴってけるΑ͏になったɻ

˔題課題常に͋るɻͩ が、職員間のτラϒル、組৫と利用者・利用者家族間のτラϒルなͲ、ʮτラϒルにൃ
లするέーεʯ΄とΜͲແ͍ɻ

ίϥϜ

ίϥϜ

ͱͯ͠͝հ͍ͯ͠·͢ɻ͑ߟͷ͓ࣄ๏ਓѴੜձཧࢱίϥϜࣾձه্˞
ɹ൜Χϝϥͷઃஔʹ͍ͭͯɺ൜͚ͩͰͳ͘ٮࢭͷ؍Ͱར༻ ɾऀ৬һΛकΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔઃඋͰ͋Γ·͢ɻɹ
ɹઃஔʹ͋ͨͬͯɺར༻ऀ৬һͱ૬ஊͷ্ɺઃஔɺઃஔॴΛݕ౼͢Δ͜ͱ͕·Ε·͢ɻ
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緊急時の対応

ʢ̍ ʣ不審者ใが͋る߹の࿈བྷମ੍ఆ͞れる
ɹ��危害ʹଈͨ͠ܯռଶ

●ීஈからの防൜のここΖがけは大ですが、緊急
時にいかに早く不審者なͲの必要な情報を入手
し、۩体的にͲのよ͏にؔ者に連絡するか職員
のօさΜがे分にೝࣝしておくことが必要です。
ʲέʔε�� でrは࣏ࣗ体の提供する不審者情報な
Ͳのϝール৴αーϏεを利用している事例を
հします。

ෆ৹ऀใ
ϝʔϧ

ମのใ৴ϝʔϧʹొ͠ɺ࣏ࣗ
不審者ใをडྖɹɹ

έʔε
��

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓձɹಛผཆޢਓϗʔϜϓϨʔήધڮ�ɹཆޢਓϗʔϜ๛णԂ�ʢྸߴʣ

ొ͢る͚ͩͰ͘Β͠の҆શɾ̓ ৺ใをडྖ
˔ಉ施設の所ࡏするધࢢڮで、地域で不審者がൃੜしたときに意ىשメールがൃ信͞れるʮ安心・安શメー

ルʯと͍͏組みが͋Γ、施設として登録・利用して͍る˞ɻ

˔͜れ·でに不審者が৵入し対応したΑ͏なέーεな͘、110൪通報した͜ともな͍が、もしͦのΑ͏な事ଶ
になれマニュアルにࡌهの࿈བྷにैって、దٓ関係者に共༗するとともに、ඞཁに応じ通報する͜とと
なって͍るɻ

˔なお、͜ れΒの情報配信につ͍て、୭でも登録でき、メールにΑる情報提供サーϏε自体ແྉで͋るɻ·
た、登録すると、不審者情報のみでな͘Ր災なͲの対応にもඞཁな情報をదٓ受領する͜とができるɻ

औ֓ཁ

ʢग़యɿધࢢڮϗʔϜϖʔδɹIUUQ���XXX�DJUZ�GVOBCBTIJ�MH�KQ�TIJTFJ�LPVIPV�����Q�����2�IUNMʣ

分ɹ ɹ༰

くらしの҆心ɾ̓ 全情報

ɽ̍防൜情報（不審者情報や൜ࡑ情報なͲ） 
ɽ̎ަ 通҆全情報 
ɽ̏行ํ不明者情報 
ɽ̐ফඅੜ活情報（ফඅ者被害等にؔする情報なͲ） 

;なしՐ災ɾ救急情報 Ր災やنの大きな救急ɾ救ॿ事ނの情報

;なしޫԽ学εϞッάɾ
̢̥ 2��情報

ޫԽ学εϞッάҙ報等の発ྩと解আ情報ٴͼ1.2ߴ��ೱ時のҙىשと
ೱվળ情報

˞ްੜ࿑ಇলのʮ社会福祉施設等における防犯に係る安શの֬อにつ͍て（通知）ʯ（平成��9݄）で、ಓࢢ・ݝ町ଜにお͍ても、社
会福祉施設等と関係者間の࿈ܞ体੍の構築、不審者の情報が入った߹の社会福祉施設等の情報提供にཹ意するΑ͏ٻめて͍るɻ
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ମのใ৴ϝʔϧʹొ͠ɺ࣏ࣗ
不審者ใをडྖɹɹ

࣮ફతな܇࿅
˔実ࡍに不審者が施設ۙにग़ݱしたと͍͏ঢ়گをఆして、不審者情報に関する࿈བྷがきͪΜとճるか、ܯ

察の通報ができるか、訓練をఆظతに実施するɻՄで͋れ、ܯ察のྗڠをٻめるɻ

๏ํ༺׆

がେ্࿅を௨ͨ͡ҙࣝ܇
苦労した点・今後の展開

˔施設で防犯に関するマニュアルを作成したが、ޙࠓの課題実動訓練なͲをຊ֨తに実施して職員の意ࣝ
を向্ͤ͞て͍͘͜とɻ不審者৵入時にۭき෦に༠ಋし、ͦ のޙ利用者のආ༠ಋを実施する͜ととして
͍るが、ྟ めΒれるɻ·ͣ、職員のશ体会議ので防犯マニュアルを֬ೝしながΒ、Ͳ͏͍ٻ応มな対応がػ
͏活動をすきかにつ͍て職員ಉ࢜で意見交換するなͲのݚमを実施して͍るɻ

औಛ

ʢ̎ ʣ不審者が立ち入ͬͨ߹の࿈བྷɾ௨ใମ੍
ɹ��৬һのྗڠମ੍ɺ入ॴ者へのආ༠ಋ

●緊急時にはؔ者に連絡することもॏ要ですが、不審者による加害行為をさけるため利用者を避
難したり、不審者と対ቂしてしまった場合なͲのとっさの対応にͭいても、職員のօさΜがे分に
श得しておくことが必要です。̡έʔε�� でrは、不審者がग़ݱしたࡍの対応にؔする܇࿅を事લ
通告なく行͏、実ફ的な܇࿅にͭいてհします。

࿅を࣮施܇な͠Ͱ不審者ରԠࠂલ༧ࣄ
ΊるɹߴରԠの࣮ޮੑをٸۓ

έʔε
��

˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓͨΜΆΆɹͨͪΒอҭԂ�ʢࣇಐʣ

࿅࣮施܇な͠Ͱ不審者ରԠࠂલ༧ࣄ
˔ಉ๏ਓで毎1ճܯ察ʮࢠͲも110൪の家ʯ˞にもྗڠを͍ڼ

で不審者対応訓練を実施ɻ内༰Լهʮ活用方๏ʯ参照ɻ
˔職員ʮࢠͲも110൪の家ʯに実施日をえͣ、ൈきଧͪで実施
して͍るɻ

ʻࢪઃ֎؍ʢਖ਼໘ೖޱʣ̓˞Ұൠత ʮʹࢠͲ���൪ͷՈʯͱɺࢠͲୡ͕۰ͨ͠ૺʹݥةΓɺࠔΓ͝ͱ͕͋Δ
ͱ͖҆৺ཱͯͪ͠دΕΔຽؒྗڠʹΑΔආॴɻ
ɹຊέʔεͷ߹ɺ���൪ͷՈͷࢧԉऀ͕ಛผʹ͚͚ͯͭ͘ۦΕΔɻ

औ֓ཁ
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参考資料編

༧ఆௐͰはな࣮͘ޮੑの͋るରԠを
工夫した点

˔ॳ訓練日を事前通ୡしたと͜Ζ、職員が予め所ఆのҐ置につ͍たΓ、マニュアルを参照して͍たΓと、ಥൃ
తにൃੜする事݅に対してత֬に対応できるか、ͦ の実効性にٙを࣋ったɻ

˔ͦ͜で、職員に訓練日をえͣ、ൈきଧͪで実施するΑ͏にมߋしたɻ
る͜とも͋Γ、様々な໘で不審者にૺ۰した߹の対応事·࢝าதԂఉ༡ͼதに訓練がࢄ˔ ・߲動き方（৵入

して͘れるɻ౼ݕ察がܯըにつ͍てاకΓ、通報なͲ）がγミュϨーγϣンできて͍るɻ۩体తなށのためのࢭ્

苦労した点・今後の展開
˔ීஈのۀで不審者を見けるのがし͍໘が͋るɻྫ え、ࢄาதに見知Β͵方かΒʮࢠ供のࣸਅを

ް、ってプϨθンτした͍ʯと͍ったਃしग़を受けࡱ 意と受けࢭめるか、ँ ઈすきかとっ͞にஅできͣ、対応
にۤ࿑したɻ

˔訓練をܧଓする͜とでجຊతな事߲対応できるΑ͏になってきて͍るが、通報時にܯ察かΒԿをਘͶΒれる
かֶΜͩΓ、緊急時対応に係るΦϖϨーγϣン্のͮؾきがಘΒれたΓするため、職員にとってوॏなݧܦと
なって͍るɻ

をґཔܞ࿈ʹܯ
察ॺに照会するとΑ͍ɻܯΓのد࠷、なͲでもಉ様の訓練を実施して͍るέーεが͋Γߍ察でখֶܯ˔

ؒ࣌࿅のྲྀれɾ܇
˔不審者登、職員等の対応実施（5ʙ10）
˔Ԃࣇのઆ明（ڪා心をしΐ͘ するため不審者がܯ察で͋る͜とをઆ明する͜とがॏཁ）
（方๏のઆ明なͲޢ・感ൃද）ධߨ察にΑる職員向けܯ˔

緊急時の対応

औಛ

ͦのଞ

Ҭͱの関係を౿·えͨ൜औΈ
˗औओମɹࣾձࢱ๏ਓͨΜΆΆɹͨちらอҭԂ

●ԂのాΜ΅のੈやおࡇりなͲ、Ҭのํのڠ力を得ており、Ԃࣇɾ職員とҬのํはํإ見
知りである。

●またެ民ؗへ避難するҬओ࠵の災害時܇࿅では、ຖճ10໊ఔ、Ҭのํがདྷॴし、職員と
ともにԂࣇの手をҾいたり、๊ えるなͲして避難誘導にڠ力してもらっている（ಉ܇࿅にࡍして、
平にもかかわらͣҬの�0ݢఔにڠ力をݺͼֻけており、10໊ఔがڠ力してくれてい
る。）。本܇࿅は災害時ͩけでなく、不審者侵入時の対応にؔするऔ組Έとしてもॏ要である。

ίϥϜ
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以ԼのνΣοΫ߲がશͯのऔΈͰはな͘ɺ͋ ͘·ͰҰྫͰ͢ɻ
施設のಛੑʹ߹Θͤɺదٓ͝׆༻ͩ͘͞いɻ

˞ຊνΣοΫϦετɺҪ߁݈ݝࢱ෦͕࡞͠ ʮͨݕνΣοΫϦετʯΛϕʔεͱ͠ ͯɺͦ ͷଞώΞϦϯάΛࣾͨͬߦձࢪࢱઃຊϋϯυϒοΫ࡞ʹΔݕ౼ҕһͷίϝϯτ
ɹΛ౿·͑ͯ࡞͠·ͨ͠ɻ

１．防犯に係る取組みチェックリスト

１ɹৗの安全理
߲ɹɹ νΣοΫཝ ʢ֘͢る߹ʣ

έʔεの൪߸

ʢ̍ ʣ�৬һのڞ௨ཧղͱ施設ମ੍のඋ

○安全管理体制を整えているか。

˘ ҆全管理者をあらかじめࢦఆしておく。 4、�
˘ 警察、Ҭの防൜ؔ機 ɾؔஂ 体等との連携およͼ防൜情報のަを行͏。 13
˘ 通ॴ時やؒに加え、施設開์やΠϕϯτ開࠵時なͲ職員体੍が手ബになりがͪな場合の防൜にる҆全確保

体੍をߏஙする。 1
○安全確保に関し、職員の共通理解を図っているか。

˘

不審者等（ٮ保ޢ施設の場合、ٮ者なͲؚΉ）への対ॲや、利用者で体力のないਓɾ体の不ࣗ༝なਓɾ心
の状況から避難にԉॿが必要なਓの避難のありํなͲ、利用者の҆全や職員（ୗの警備員等をؚΉ）のޢを
ؚめ、防൜にる҆全確保にؔし、職員ձٞ等でऔり্͛る等により、اਤ的な侵入をؚめた༷ʑなϦεクにؔす
る職員の共通理解をਤるとともに、職員の҆全管理にؔするҙࣝがߴまるよ͏ಇきかける。（ఆظ的に҆全管理ࢦ
導を行͏）

2

˘ 職員が҆全管理へのҙࣝをͭ࣋こと、「かけ」がޮՌ的であることを、̓ 全管理対策マニュアルにࡌهし職員に
周知する。 4、�

˘ 職員にඇৗ通報ஔ、防൜ϒβー、防൜Χϝϥ、さすまた等のૢ作要ྖにͭいてशख़させる。ສが一に備え、職員
の役割分担をܾめておく。（警察等への通報、入ॴ者の避難誘導、入ॴ者ډ住部分に通じる通࿏の施ৣ等）

˘ 事݅発ੜ時は、ਓ໋ଚॏと警察へのਝ速な通報をج本とし、職員はྫྷ੩に組織的な対応にあたるよ͏ࢦ導する。 3
○来訪者の出入・動線を工夫しているか。

˘ ҆全管理にؔする施設のج本的なߟえํ、およͼࣗ施設のϦεク（ൟ՚֗がۙい、周ғに民家がない等の理的
݅）のఆにͮجき、対応のありํを検討し、ग़入ɾ動ઢをܾఆする。 1

˘「利用者や家族等の利ศੑをଛなわͣ、かͭ施設֎のୈࡾ者（不審者）を੍ݶする」ことをඪとしたग़入ɾ動ઢを
。する 1

˘ ग़入ɾ導ઢの検討に当たっては、防൜設備ڠձや警備ձࣾ等のઐ家に૬ஊする。

○来訪者用の入口・受付を明示し、外部からの人の出入りを確認しているか。

˘ ֎部からのਓのཱ入りができる場ॴとཱ入りをېじる場ॴとを۠分けする。 1
˘ 各ग़入ޱの開場時ؒ等を整理した্で施設内にࣔܝする。

˘ ඇৗޱの伴を内ଆからしか開けられなくする。

˘ ड付໊へのࡌهやདྷ๚者入ॴڐՄ書（໊ࡳ）の着用等、དྷ๚者を確ೝできるよ͏にする。 1
˘ 職員はࣸإਅ入りの分ূをटからかけたり、དྷ๚者にདྷ๚者ূやϦϘϯͦのଞをにͭけるよ͏ґཔしたりす

る等により、利用者ɾ職員とͦれ以֎のਓを༰қに۠別できるよ͏にする。

˘ を行い、๚者を͏不審に変える等のظのものとし、ͻもの৭を不ఆࣜܕは、टからͻもでりԼ͛るࡳ໊
者とのࣝ別をਤる。

˘ ग़入りۀ者には、ं ྆通行 。を発行する（Մূڐূ）

˓དྷ๚ऀͷ༧ఆに͍ͭͯ、ேͷଧ合ͤͳͲͰ৬һؒにใఏͨ͠ڙΓ、対応͢る༧ఆͷ৬һに֬ೝͨ͠Γ͍ͯ͠るか。 2
˓དྷ๚ऀͷ�ʮ͜Μにちは、Ͳちらに͍かΕ·͢かʁʯʮͲͷΑ͏ͳޚ༻݅Ͱ ΐ͠͏ かʁʯ·ͨ、ཁ݅がͳ͍ํには
ʮ͓ؼΓ͍ͩ͘͞ʯͱ͍ͬͨか͚をৗతに行͍ͬͯるか。 1
˓ສがҰͷ場合ͷආܭըをཱͯ、ආܦ࿏ආ場ॴ͓Αͼอޢ ɾऀؔ ͷ࿈བྷઌɾ࿈བྷํ๏をؔػ
͋らか͡ΊఆΊ͓͖ͯ、৬һにप͍ͯ͠るか。 4、�
˓҆શཧ対ࡦʢෆ৹ऀ対応ʣͷϚχϡΞϧͷඋͱఆظతͳվగを行͍ͬͯるか。

˘ 施設全体でし合った্でマニュアルを作成し、ఆظ的なվగを行͏。 4、�
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○防災・防犯のための避難訓練・講習会等を実施しているか。

˘ 職員に対する危機管理ҙࣝをߴめるためのݚ修やڭҭにめるとともに、必要に応じ、警察や警備ձࣾ、防൜ίϯ
αルςΟϯάձࣾ等のڠ力も得ͭͭ、防൜ߨशや防൜܇࿅等を実施する。 3、14

˘ ҆全をकるためのث۩の用๏（さすまた等）、応急手当や心のケアの۩体的なํ๏等にͭいてݚ修を行͏。

˘ 被害発ੜ時にࠞཚすることなく、εϜーζに避難できるよ͏、利用者をؚめての避難܇࿅を෮して行͏。 �
˘ 避難誘導のためのิॿ者をࢦఆしておき周知する。

○警備員等を配置している場合は、夜勤職員等との連携が図られているか。

˘ ؒに不審者の侵入等の不ଌの事ଶが発ੜした場合の連絡体੍をあらかじめܾめる。また、ͦ れを॓者に周知
する。 11

○夜間の見回りを実施しているか。

˘ ؒの見ճりのํ๏にͭいて職員にڭҭする（׳れていないਓの場合、࠷ॳは׳れているਓとϖアで行͏なͲ
ྀする）。 11

○職員に対して利用者の人権擁護に関する定期的な研修を実施しているか。

ʢ̎ ʣ不審者ใʹ係るҬ関係ػ関ͱの࿈ܞ

。ऀͳͲؚΉʣͷใに͍ͭͯ、ѲͰ͖るମ੍をͱ͍ͬͯるかٮ、ઃͷ場合ࢪޢอٮઃपลに͓͚るෆ৹ऀʢࢪ˓

˘
ࠒからࢢொの施設ɾ事ۀॴ管՝、警察ॺ等ؔ機ؔやࣾձ福祉ٞڠձ、民ੜҕ員ɾࣇಐҕ員、ொ内ձɾ防൜ڠձ
なͲのҬஂ体ٴͼ、Ҭ住民とৗから連絡をऔるとともに、ؔ ઌి番߸の共༗ԽなͲ、連携して連絡ɾ情
報ަɾ情報共༗できる体੍となっている。

�、13

。から࿈བྷをͱ͍ͬͯるかࠒॴʣͱࡏʢۙ͘ͷަ൪ܯ˓

˓ෆ৹ऀͷଞ、ෆ৹ͳి༣ศ、༧ஹが͋ͬͨ場合は、͢ ͙にܯに࿈བྷ͍ͯ͠るか。

。ઃͰपపఈ͍ͯ͠るかࢪるͳͲࣔ͢ܝからͷ意ґཔจॻをɾؔػؔ˓

ʢ̏ ʣ施設ͱར༻者のՈのऔ

˓൜ࡑނࣄͷඃ害からࣗ分ࣗをकるͨΊ、ࢪઃ֎Ͱͷ行ಈにͨͬͯ९क͖߲͢ࣄに͍ͭͯ、ࣗ ཱ
ͷ͍ߴར༻ऀにࢦಋ͍ͯ͠るか。·ͨ、ར༻ऀͷՈఉͰ͠合ΘΕるΑ͏ಇ͖か͚͍ͯるか。

ৗの対応
（3）の事例

ʢ̐ ʣҬͱのڠಉʹΑる൜ҙࣝのৢ

。対応ަྲྀを行͍ͬͯるか͚ͨಉ͠ͳがら൜にڠを֬ೝ͠、ඞཁに応ͯ͡վળͨ͠Γ行にಇ͖か͚ͨΓ͢るͳͲ、Ҭॅຽͱگཧঢ়࣋ઃͦͷपลͷઃඋʢ֗౮、൜౮ͳͲʣͷҡࢪ、ͯ͠ྗڠମҬॅຽͱ࣏ࣗ˓ �
˓ҬͷΠϕϯτ࣏ࣗମͷϘϥϯςΟΞ׆ಈにੵۃతにࢀ加͠、ී ஈからҬͱͷަྲྀをਂΊ͍ͯるか。 �

ʢ̑ ʣ施設設උ໘ʹ͓͚る൜ʹ係る҆શ֬อ

ɹ̍ ʣ施設設උ໘ʹ͓͚る҆શ֬อ

˓、ғো、֎౮、૭、ग़ೖޱ、ආޱ、伴、র明ઃඋͷঢ়گをຖ͍ͯ͠ݕるか。

˘
施設の各ग़入ޱおよͼ施設管理্ॏ要なΤϦアɾ設備（職員ロッΧー、更ҥ室、ձܭ、ి 設備等）への施ݯ （ৣでき
るݶりిࢠロックとし、*$ΧーυまたはΧーυΩー、҉ূ番߸入力による開ดとする）ɾͦ のଞのݫॏな管理と、ͦ の
施ৣなͲの管理の状況をຖ検している。

9、10

˘ 。ҭするڭロックの҉ূ番߸は֎部へ࿙えいしてはいけないことを職員にࢠి

˘ 。的に変更するظロックの҉ূ番߸はఆࢠి 10
˘ マελーΩーを用ې止にする（؆୯にίϐーがՄであるため）。
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˘ ඇৗޱは、災害等緊急時の避難を͛ないよ͏にする必要もあるため、内部からは開けられるが、֎部からは伴が
ないと開けられないλΠϓのものとする。

˘ ؒ等、ਓのग़入りをײ知するηϯαー付きϥΠτや、行による֗౮等の設ஔなͲর明ڥの整備を行͏。 9
˘ ২等をႩఆし、ݐから֎周が、֎周からෑ内が見通せるڥにする。

˘ 防൜ੑのߴいݐ部の͏ͪ、ΟϯυフΟルϜを૭Ψϥε全໘にுり付ける。

˘ 。αッγ等にิॿৣをऔり付ける、ؔݰ 10
˘ 防൜ੑのߴいݐ部（υア、ৣ 、αッγ、Ψϥε、γϟッλー等）にަする。

˘ ಓ࿏とෑのڥքઢを明確にし、൶等を設ஔする。

˘ ෑやݐへのग़入ޱをݶఆする。

○危険な設備、場所等への囲障の設置、施錠等の状況を毎日点検しているか。

○複数の出入口がある場合には、出入口を限定して、人の出入りを把握しやすいようにしているか。

˘ 各ग़入ޱの開ด時ؒ、開ดํ๏を明確にする。ಛにؒのग़入ޱはݶられた場ॴとし、必ͣ॓室や警備員室等
のલを通って施設に入るよ͏にする。

˘ ؒ、ɾғো等（֎ճり）の施ৣを行っている。 9、10
˘ ؒ、ݐの施ৣを行っている。 9、10

˘ 不審者の侵入をະવに防止するため、֯ࢮのݪҼとなっているো害を移動またはఫ去するとともに、ఆظ的に
検している。

˘ ग़入ޱ付ۙに見通しを͛るものをஔかない。

˘ 侵入するࡍの場となるよ͏なϏールケーεやΤアίϯ室֎機等を移動またはఫ去する。

˘ 。をする利をෑくなͲ、侵入時にԻがするよ͏࠭ۄ

˘ 。となるよ͏な場ॴに防൜ϛϥーを設ஔする֯ࢮ

○不審者の侵入に備え、さすまた、カラーボール等の防犯用具等を整備しているか。

○非常通報装置、自動警報装置、防犯監視システム等を設置している場合は、一定期間ごとに、作動状況
の点検、警備会社等との連絡体制を確認しているか。

˘ 警報解আのための伴や҉ূ番߸をਵ時変更するなͲ、ݩ職員やݩ入ॴ者なͲؔ者以֎の者が不正に侵入でき
ないよ͏にする対策をߨじる。

○施設内の整理整頓に努め、非常通報装置等の付近に障害となる物、武器に利用されやすいもの（剪定は
さみなど）、侵入を容易にしやすいものを置いていないか。

○職員等が退避できる安全な部屋を設けているか。

○設備チェックリスト等を用い施設と防犯設備の定期的な点検と整備を行っているか。

ɹ̎ ʣ൜設උʢ൜ΧϝϥʣɾγεςϜの֦ ʢॆՄなൣғͰの֦ॆʣ

○職員に防犯ブザー等、非常時すぐに応援を求められるような装備を携帯させているか。

○安全管理上特に重要と考えられる場所には、警察や警備会社等につながる非常通報装置等を設置しているか。

○防犯カメラを導入し、警備室、事務室等にモニターを設置しているか。 10
○プライバシー配慮および防犯の観点から、防犯カメラの設置や警備会社との契約等、防犯システムを導

入していることを施設内外の目立つ場所に掲示しているか。

ʢ̒ ʣ施設։์ຢは施設外׆ಈʹ͓͚る҆શ֬อɾ௨ॴ施設ʹ͓͚るར༻者のདྷॴٴͼؼ࣌ʹ͓͚る҆શ֬อ��

ɹ̍ ʣ施設ੜ׆外ग़தʹ͓͚る҆શ֬อのମ੍

○施設生活（交流行事など）や外出中における安全確保のための職員の役割分担を定め、利用者の状況を
把握しているか。

１．防犯に係る取組みチェックリスト
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○外出中、携帯電話等による連絡体制を確保しているか。

○施設外での活動に当たり、あらかじめ、危険な場所、設備等を把握し、利用者・家族に対し注意喚起を
行っているか。

○利用者に係る緊急連絡用の連絡先を把握しているか。

○施設外での諸活動時・来所退所時の連絡受領体制を確保しつつ、利用者とその家族等に対する施設ま
たは担当者の連絡先の事前周知を行っているか。

○施設外での諸活動に際し、利用者の状況把握をする責任者を設定し、確実な状況把握に努めているか。

ɹ̎ ʣ̓ શʹྀͨ͠施設։์

○施設の地域開放に当たって、安全への配慮を行っているか。

˘ 施設開์時における開์部分とඇ開์部分との۠別を明確にࣔし、施設内にࣔܝする。

˘ དྷ๚者に対して、施設開์時の҆全確保等にͭいてࡌهしたύϯフϨッτなͲをし、ҙىשを行͏。

ɹ̏ ʣ௨ॴۀࣄॴへの௨࣌ۈɺֶ ʹ͓͚る҆શཧのମ੍࣌ߍへのొԼߍ

○通所事業所への通勤時、学校への登下校時等において、利用者の安全が確保されるよう措置を講じて
いるか。
˘ ఆめられたܦ࿏を通って通ۈ、ొ Լ校するよ͏ࢦ導する。

˘ ਓ通りがগないなͲ、通ۈɾొ Լ校のࡍによりҙを͏き場ॴをあらかじめ握し、ҙىשする。

˘ ສが一の事ଶに備え、入ॴ者が避難できる場ॴを入ॴ者一ਓͻとりに周知する。

˘ ಛにࣇಐ施設においては、དྷॴおよͼؼ్্で൜ࡑ、事ނにૺ۰した場合、ަ 番や「こͲも̍ ̍̌ 番の家」等に緊
急避難できるよ͏、あらかじめ入ॴ者と家族に周知する。

ʢ̓ ʣ৬һのঢ়گѲɾ݈ ཧ߁

○定期的に職員面談等を行い、職員の生活状況や健康状況等を把握しているか。 12
○職員にストレスチェックを実施しているか。

○職員の退職に注意・配慮しているか。
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正当な理由なし

立ち入りの正当
な理由あり

退去しない退去した

侵入した侵入しない

あるない

隔離ができない

いるいない

＊状況により、対応
2以降、必要に応
じて速やかに活
動を開始し、組織
的に対応する（組
織 と 役 割 分 担
は、平 時に検 討
し、共通理解をし
ておく）。

＊状 況に応じて 、
チェック3、対応4
を並行して実施

＊状況に応じて、対
応 3を並 行して
実施

＊侵入後に発見し、
チェック1、2がで
きなかった場合
は対応2から実施

不審者かどうか

負傷者がいるか

危害を加える
恐れはないか

関係者以外の施設への立ち入り

対応１：退去を求める

受付に案内する

侵入しない 侵入した

再び侵入
したか

再び侵入
したか

対応２：通報・隔離する（組織的対応1）
●早急に110番通報   ●職員への緊急連絡
●暴力行為抑止と退去の説得  ●別室に案内し隔離

対応３：利用者の安全を守る（組織的対応2）
●防御（暴力の抑止と被害拡大の防止） ●移動阻止
●施設全体への周知、利用者の掌握 ●避難誘導
●職員の役割分担と連携  ●周辺住民との連携
●警察による不審者の確保

再び退去を求める

対応５：事後の対応や措置をする（対策本部）
●情報の整理と提供 ●家族等への説明 ●心のケア
●施設再開準備 ●再発防止対策実施
●報告書の作成 ●災害救済給付請求

対応４：応急手当などを行う
●救急隊の到着まで応急手当 
●速やかな119番通報
●被害者等への心のケア着手

チェック

１

チェック

2

チェック

3

＊本フローは一例であるため、各施設の事情に合わせ適宜変更されることを推奨
＊「学校の危機管理マニュアル」文部科学省（2012）をもとに福祉施設向けに一部修正を加え作成

＊明らかに危害
を加える意思
が分かる場合
は、直ちに対
応2に移行。

3939393939393939393939393939393939393939

２ɹۓ急࣌の対応
߲ɹɹ チェックཝ ʢ֘͢る߹ʣ

έʔεの൪߸

ʢ̍ ʣ不審者ใが͋る߹の࿈བྷのମ੍

○施設周辺における不審者の情報が入った場合の体制を整備しているか。

˘ 不審者を職員等が見かけたときや利用者の家族からの連絡をडけたときͦのଞにୈ一報を得たとき
は、より適に対応するため、Մなൣғで更なる情報ऩूを行͏こと。 13

˘ 必要に応じ、事લにߏஙしている連絡体੍にͮجき、警察に情報提供するとともに、ࢢொの施設ɾ事ۀॴ管՝等に
連絡を行い、ۙ ྡのࣾձ福祉施設等への連絡ͦのଞを求める。

˘ 事લにఆめた連絡ͦのଞを活用し、職員ؒの情報共༗をਤり、ෳの職員による対ॲ体੍を確ཱする。

˘ 利用者の҆全確保のため、ͦ の家族やۙྡ住民、ࣾ ձ福祉ٞڠձ、民ੜɾࣇಐҕ員、ொ内ձや防൜ڠձ等のҬ
活動ஂ体等のڠ力を得る。また、事લにߏஙしている連絡体੍にͮجき、ۙ ྡ住民とਝ速に情報共༗を行͏。

˘

利用者に危害のおよͿ۩体的なおͦれがあるとೝめる場合は、警察や警備ձࣾ、防൜ίϯαルςΟϯάձࣾ等か
らのॿݴを得ることとし、当֘ॿݴを౿まえて、必要に応じ、施設整備໘の૿ڧや職員等による८ճ、ࢹ体੍に
必要な職員の૿ஔ、ݶؒظఆでの警備員のஔ、通ॴ施設にいては当֘施設をྟ時ۀٳするなͲ、ఆされる
危害や۩体ԽするՄੑにଈした警ռଶをߏஙする。

˘ 警察に対し、ύτロールを要請する等、警察と連携をਤる。

˘ 緊急時の入ॴ者の避難ํ๏等にͭいて、あらかじめ対応ํをఆめておく。 14

˘ 施設ۙくのҬ住民やళ等とも連携をਤりながら、ͪにෛই者等の全体の状況を握し、速やかに応急手当、
පӃ等へのൖૹがग़དྷる体੍を整えている。

˘ 緊急対応後、情報の整理と提供、家族への説明なͲの事後対応や、再発防止対策検討、αーϏε提供再開準備、心
のケア体੍の整備等を行͏ため事 ɾ݅事ނ対策本部の活動を速やかに開始できるよ͏にしている。

ʢ̎ ʣ不審者の৵入など࣌ٸۓのମ੍

ɹɹ˓ࢪઃにෆ৹ऀが৵ೖ͢るͳͲ࣌ٸۓにඋえ、࣍ͷΑ͏ͳମ੍をඋ͍ͯ͠るか。

˘ 警察にͪに通報するとともに、速やかに施設や職員に情報をୡし、入ॴ者へのҙىש等、入ॴ者の҆全
を確保し、避難誘導等を行͏。 14

˘ 事લに整理した緊急連絡や合ݴ༿なͲを活用して利用者を動༳させないよ͏にしながら職員が૬ޓに情報を
共༗し、ෳの職員によるڠ力体੍を速やかにߏஙする。

˘ ඇৗ時には、例え「Ր災報知ثを໐らす」等、す͙に職員に周知できるํ๏をܾめておく。

˘ 不審者に対し、利用者から離れた場ॴに移動を求める、ͪに利用者を退避させるなͲ、ਓ事ނがىきないよ͏事
ଶに対応する。ಛに、ೕ༮ߴࣇ、 ྸ者やো害者で、ԁな移動に੍のある者の退避にͭいては、े 分にཹҙする。 14

˘
やΉを得ない場合をআき、不審者をいたͣらにܹしないよ͏ݴ༿ݣい等にྀしたり、利用者の҆全が確保さ
れていることをલ提にͦの場から退避することもࢹに入れたりするなͲして、対応する職員の҆全が確保され
るよ͏ཹҙする。

14

˘ 利用者の家族、ࢢொの施設ɾ事ۀॴ管՝等に対しても、できるͩけ速やかに連絡する。

˘ 不審者にཱͪ退きを求めた݁Ռ、૬手が一୴退去したとしても、再侵入に備え、ෑ֎に退去したことを見ಧけて
からดɾしらくって༷ࢠを見る等の対応をする。 14

˘
不審者のཱ入りをडけͭͭॏ大な݁Ռにࢸらなかったときであっても、再のཱ入りのՄੑにͭいて検討し、
必要に応じて検߲を見すなͲ体੍を整えるとともに、ఆされる危害や۩体ԽするՄੑにଈして、̎（̍ ）
の体੍を確保する。

14

˘ 不審者への対応は必ͣ̎ ਓ以 （্ՄなݶりஉੑをؚΉ体੍）で行͏よ͏にする。̍ ਓの場合には不審者と適当な
。しないよ͏にをかけ、ଞの職員がདྷるのをܹͭ離を保ͪながらڑ 14

˘ ଞの職員や警察がདྷるまでに時ؒがかかるよ͏な場合は、不審者の༷ࢠを見ながら事室や応室へ誘導し
て利用者にۙͮけないよ͏にする。 14

１．防犯に係る取組みチェックリスト
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正当な理由なし

立ち入りの正当
な理由あり

退去しない退去した

侵入した侵入しない

あるない

隔離ができない

いるいない

＊状況により、対応
2以降、必要に応
じて速やかに活
動を開始し、組織
的に対応する（組
織 と 役 割 分 担
は、平 時に検 討
し、共通理解をし
ておく）。

＊状 況に応じて 、
チェック3、対応4
を並行して実施

＊状況に応じて、対
応 3を並 行して
実施

＊侵入後に発見し、
チェック1、2がで
きなかった場合
は対応2から実施

正当な理由なし

不審者かどうか

負傷者がいるか

危害を加える
恐れはないか

関係者以外の施設への立ち入り

対応１：退去を求める

受付に案内する

侵入しない 侵入した

再び侵入
したか

再び侵入
したか

対応２：通報・隔離する（組織的対応1）
●早急に110番通報   ●職員への緊急連絡
●暴力行為抑止と退去の説得  ●別室に案内し隔離

対応３：利用者の安全を守る（組織的対応2）
●防御（暴力の抑止と被害拡大の防止） ●移動阻止
●施設全体への周知、利用者の掌握 ●避難誘導
●職員の役割分担と連携  ●周辺住民との連携
●警察による不審者の確保

再び退去を求める

対応５：事後の対応や措置をする（対策本部）
●情報の整理と提供 ●家族等への説明 ●心のケア
●施設再開準備 ●再発防止対策実施
●報告書の作成 ●災害救済給付請求

対応４：応急手当などを行う
●救急隊の到着まで応急手当 
●速やかな119番通報
●被害者等への心のケア着手

立ち入りの正当
な理由あり 不審者かどうか

関係者以外の施設への立ち入り関係者以外の施設への立ち入り

！！！！！！！チェック１

退去した

ない

危害を加える
恐れはないか

対応１：退去を求める

再び退去を求める

！！！！！！！！！チェック2

いない

負傷者がいるか

職員の役割分担と連携  
警察による不審者の確保

！！！！！！！チェック3

＊本フローは一例であるため、各施設の事情に合わせ適宜変更されることを推奨
＊「学校の危機管理マニュアル」文部科学省（2012）をもとに福祉施設向けに一部修正を加え作成

＊明らかに危害
を加える意思
が分かる場合
は、直ちに対
応2に移行。

�0

２．不審者侵入への緊急対応フロー
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3．厚生労働省「社会福祉施設等における防犯に係る 安全の確保について（通知）」平成28年9月

� 

㞠児⥲Ⓨ ���� 第１ྕ 

社基Ⓨ ���� 第１ྕ 

㞀 㞀 Ⓨ ���� 第１ྕ 

⪁ 㧗 Ⓨ ���� 第１ྕ 

ᖹᡂ �� 年㸷᭶ �� ᪥ 

 㒔㐨ᗓ┴ 

ྛ 指定㒔市 民生管㒊ᒁ㛗 Ẋ 

୰ ᰾ 市 

ཌ生ປാ┬㞠用ᆒ等・児童家ᗞᒁ⥲ົ課㛗 

（ බ ༳ ┬ ␎ ） 

ཌ 生 ປ ാ ┬ 社 会 ・  ㆤ ᒁ 福 祉 基 ┙ 課 㛗 

（ බ ༳ ┬ ␎ ） 

ཌ生ປാ┬社会・ㆤᒁ㞀害保福祉㒊㞀害福祉課㛗 

（ බ ༳ ┬ ␎ ） 

ཌ 生 ປ ാ ┬ ⪁  ᒁ 㧗 齢 者 ᨭ  課 㛗 

（ බ ༳ ┬ ␎ ） 

社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保にࡘいて（通▱） 

ඛ⯡、⚄ዉᕝ┴┦ᶍཎ市の㞀害者ᨭ施設において、ከ数の入所者がẅയされるという

③ましい事௳がⓎ生したことから、ᮏ年㸵᭶２㸴᪥付け㞠児⥲Ⓨ ���� 第１ ・ྕ社Ⓨ ����

第１ྕ・㞀㞀Ⓨ ���� 第１ྕ・⪁㧗Ⓨ ���� 第１ྕཌ生ປാ┬㞠用ᆒ等・児童家ᗞᒁ⥲ົ課

㛗、社会・ㆤᒁ福祉基┙課㛗、ྠᒁ㞀害保福祉㒊㞀害福祉課㛗及ࡧ⪁ᒁ㧗齢者ᨭ

課㛗連ྡ通▱ࠕ社会福祉施設等における入所者等の安全の確保にࡘいてࠖにより、あらた

めて社会福祉施設等における㧗齢者や㞀害者、児童といった入所者や利用者等（௨ୗࠕ利

用者ࠖという。）の安全の確保にດめるよう注意喚起をお㢪いしたとこࢁです。 

 このⅬ、地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となることと、እ㒊からの不審者

の入に対する防犯に係る安全確保（௨ୗࠕ防犯に係る安全確保ࠖという。）がなされた社
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3．厚生労働省「社会福祉施設等における防犯に係る 安全の確保について（通知）」平成28年9月

� 
 

会福祉施設等となることの୧立を図る上では、社会福祉施設等のつᶍや、入所施設や通所

施設などの施設の態ᵝをၥࡎࢃ、その状ἣに応じて、᪥㡭から、ձ設備の整備・Ⅼ᳨、職

員◊ಟなど社会福祉施設等が必要なྲྀ⤌ࡳにດめることはもちࢇࢁ、ղ㛵係ᶵ㛵や地域住

民等ከᵝな㛵係者との協力・連ᦠ体制を構築しておࡃことなどの備えをすることが㔜要で

す。 

、きましては、እ㒊からの不審者の入に対する危ᶵ管⌮のほⅬから、⌧状をⅬ᳨しࡘ 

課㢟をᢕᥱすること等によって防犯に係る安全確保に㈨するため、回の事௳の᳨ドを踏

まえ、⌧ẁ㝵で必要と⪃えられるูῧのⅬ᳨㡯┠を整⌮しましたので、ୗ記の事㡯にも␃

意の上、管内市町村及ࡧ社会福祉施設等に対し周▱をし、ྲྀ⤌ࡳを図るよう連絡᪉よࢁし

 。お㢪いいたしますࡃ

 また、ูῧのⅬ᳨㡯┠にࡘいては、ᘬき⥆き、社会福祉施設等に係る㛵係者や防犯に係

る安全確保のᑓ㛛家などからの意見を踏まえ、㏣加・ಟṇを行う場合があることを⏦しῧ

えます。 

 なお、ᮏ通▱にࡘいては、警察ᗇからも㒔㐨ᗓ┴警察ᮏ㒊に周▱いたࡃࡔよう౫㢗して

おります。 

 また、この通▱は、地᪉⮬ἲ（２２年ἲᚊ第㸴㸵ྕ）第２㸲５᮲の㸲第１㡯のつ

定に基づࡃᢏ⾡的な助言に該当するものです。 

 

記 

１．地域と一体となった開かれた社会福祉施設等となることと、防犯に係る安全確保がな

された社会福祉施設等となることの୧立を図るためには、当該施設の防犯設備による⿵

・強化はもとより、᪥㡭から利用者が地域にฟて活動し、ࣛ࣎ンティ、地域住民、

㛵係ᶵ㛵・団体等と㢦の見える㛵係づࡃりをして、一ேࡦとりのᏑᅾを▱ってもらうこ

とがᴟめて㔜要である。そのため、施設開放など地域の㛵係者とのὶにྥけたㅖ活動

にࡘいては、防犯に係る安全確保に␃意しࡘࡘ、これまで௨上に✚ᴟ的にྲྀり⤌ࡴこと

が㔜要である。また、利用者の⮬⏤を不当に制限したり、⅏害Ⓨ生時の避難にᨭ㞀がฟ

たりすることのないよう␃意すること。 

 

２．防犯に係る安全確保に当たっては、㒔㐨ᗓ┴、市町村とྛ社会福祉施設等は、図的

な不審者の入を୰心としたᵝࠎなࣜࢡࢫを認㆑した対⟇（えࡤ、不審者情報にࡘい

て、ኪ間、休᪥をྵめ迅速な連絡・情報・情報共有が↓⌮なࡃできる体制づࡃり等）

を᳨ウすること。 
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3．厚生労働省「社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について（通知）」平成28年9月

� 
 

  また、㒔㐨ᗓ┴・市町村においては、ྛ 社会福祉施設等と、管内の警察、福祉事ົ所、

児童┦ㄯ所、保所等の㛵係ᶵ㛵、社会福祉協議会、民生委員・児童委員その他ྛ✀㛵

係団体等との間の連ᦠ体制を構築するため、定期的な意見の場を設定したり、防犯

などに係る◊ಟ会・ຮ強会をᐇ施したりするなどし、防犯に係る安全確保のための協力

要ㄳや情報がᐜ᫆になるよう配意すること。加えて、近接する㒔㐨ᗓ┴・市町村間

等（通事情や不審者等の生活ᅪ等に㚷ࡳ、必要に応じ、㒔㐨ᗓ┴ቃを㉺える場合をྵ

 。で不審者等に㛵する情報を┦に提供しあう体制を構築すること（。ࡴ

 

㸱．管内の施設等の周辺における不審者等の情報が入った場合には、㒔㐨ᗓ┴・市町村は、

事前に構築した連ᦠ体制にἢって、速やかにྛ社会福祉施設等に情報を提供すること。

また、≉定の施設等の利用者に対して危害が及ぶ具体的なおそれがある場合は、防犯措

置を更に強化しࡘࡘ、警察に対し、緊急時の対応にࡘいて確認しておࡃなど、防犯に係

る安全確保のための措置をᚭᗏすること。さらに、緊急時に連絡を受けた場合には、㛵

係ᶵ㛵等とも連ᦠし、直ちに職員をὴ㐵するなど、施設等における防犯に係る安全確保

をᨭする体制を構築すること。  

 

㸲．ูῧのⅬ᳨㡯┠にࡘいては、社会福祉施設等全⯡に共通する内ᐜとして⪃えられる事

㡯をศ㢮し、整⌮したものであり、全ての社会福祉施設等が全㡯┠をᐇ施しなけれࡤな

らないという㊃᪨ではない。 

  ྛ施設等におけるᐇ㝿の対⟇の᳨ウ・ᐇ施に当たっては、施設✀ูや地域のᐇ情に応

じて適ᐅの㏣加・ಟṇの上、当該施設等においてⅬ᳨㡯┠をసᡂし、職員等に配付し、

◊ಟをすることがᮃましいこと。  
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（ูῧ） 

社会福祉施設等におけるⅬ᳨㡯┠ 

１ ᪥ᖖの対応 

（１）所内体制と職員の共通⌮ゎ 

○ 不審者への対処や、利用者で体力のないே・身体の不⮬⏤なே・心身の状ἣから避

難に助が必要なேの避難のあり᪉など、利用者の安全や職員（კクの警備員等をྵ

るࡆ௨ୗྠじ。）のㆤ身をྵめ、防犯に係る安全確保に㛵し、職員会議等でྲྀり上。ࡴ

等により、図的な入をྵめたᵝࠎなࣜࢡࢫに㛵する職員の共通⌮ゎを図っている

か。 

○ 防犯に係る安全確保に㛵する㈐௵者を指定するなど、職員のᙺศᢸを᫂確にし、

協力体制のୗ、安全の確保に当たっているか。 

○ 来訪者用の入ཱྀ・受付を᫂示し、እ㒊からのேのฟ入りを確認しているか。また、

እ㒊からのேの立入りができる場所と立入りを⚗じる場所とを༊ศけしたり、ྛฟ入

ཱྀの開㘄時間等を整⌮した上で施設内にᥖ示したり、㠀ᖖཱྀの㘽を内ഃからしか開け

られなࡃしたりするなどのᕤኵをしているか。 

○ 職員が㢦┿入りの身ศドを㤳からかけたり、来訪者に来訪者ドやࣜ࣎ンその他を

身にࡘけるよう౫㢗したりする等により、利用者・職員とそれ௨እのேをᐜ᫆に༊ู

できるようにしているか。 

○ 来訪者に͆どこへ行かれますか㸽͇͆ ఱかおᡭఏいしましࡻうか㸽͇といったኌかけ

をすることとし、ᐇ㊶しているか。 

○ ኪ間のฟ入ཱྀは限られた場所とし、警備員ᐊ等の前を通るような動⥺となっている

か。 

○ 来訪者のண定にࡘいて、ᮅ会などで職員間に情報提供したり、対応するண定の職員

に確認したりしているか。 

○ 職員等に対する危ᶵ管⌮意㆑を㧗めるための◊ಟやᩍ⫱にດめるとともに、必要に

応じ、警察や警備会社、防犯コンサルティング会社等の協力も得ࡘࡘ、防犯ㅮ⩦や防

犯カ⦎等をᐇ施しているか。 

○ 通所時やኪ間に加え、施設開放や࣋ント開ദ時など職員体制がᡭⷧになりがちな

場合の防犯に係る安全確保体制に␃意しているか。 

○ 一の場合の避難⤒㊰や避難場所及ࡧ家族・㛵係ᶵ㛵等への連絡ඛ・連絡᪉ἲ（緊

急連絡網）をあらかじめ定めておき、職員に周▱しているか。 

○ 緊急事態Ⓨ生時に、利用者に動ᦂをえることなࡃ職員間で情報をఏ㐩できるࠕ合
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言ⴥࠖをあらかじめ定めておき、職員に周▱しているか。 

 

（２）不審者情報に係る地域や㛵係ᶵ㛵等との連ᦠ 

○ 市町村の施設・事業所管課、警察⨫等㛵係ᶵ㛵や社会福祉協議会、民生委員・児童

委員、町内会・防犯協会などの地域団体と᪥ᖖから連絡をྲྀるとともに、㛵係ඛ㟁ヰ

␒ྕの共有化など、連ᦠして連絡・情報・情報共有できる体制となっているか。 

  また、共有した㛵係ඛ㟁ヰ␒ྕは見やすい場所にᥖ示されているか。 

○ 㛵係ᶵ㛵からの注意౫㢗ᩥ᭩を配ᕸ・ᥖ示するなど施設等内で周▱ᚭᗏしているか。 

 

（㸱）施設等と利用者の家族のྲྀ⤌ࡳ 

○ 利用者に対し、犯⨥や事ᨾから身をᏲるため、施設等内እにおける活動に当たって

の注意喚起を行っているか。また、利用者の家ᗞでもヰし合ࢃれるようാきかけてい

るか。 

 

（㸲）地域との協ྠによる防犯意㆑の㔊ᡂ 

○ ⮬体や地域住民と協力して、施設やその周辺の設備（⾤ⅉ、防犯ⅉなど）の⥔ᣢ

管⌮状ἣを確認し、必要に応じてᨵၿしたり行ᨻにാきかけたりするなど、地域住民

と協ྠしながら防犯にྥけた対応やὶを行っているか。 

○ 地域の࣋ントや⮬体のࣛ࣎ンティ活動に✚ᴟ的にཧ加し、ᬑẁから地域との

ὶを῝めているか。 

 

（５）施設設備面における防犯に係る安全確保 

○ 利用者のᒓ性や施設等の態ᵝ、周辺の⎔ቃ等を踏まえ、可能な⤒㈝の範囲において、

防犯に係る安全確保のために施設・設備面の対⟇をㅮじているか。 

ձ 警報置・防犯監視ࢫࢩテ࣒・防犯࣓ࣛ࢝・警備ᐊ等にࡘながる防犯࣮ࢨࣈ・職

員がᖖ時ᦠᖏする防犯࣋ル等の導入による設備面からの対⟇（そのような対⟇をし

ていることを施設内にᥖ示することもྵࡴ） 

 ղ 対㇟≀の強化（施設を≀⌮的に強化して入を防ࡄ） 

   㸸⋞㛵、サッࢩ等に⿵助㘄をྲྀり付ける。 

     防犯性能の㧗いᘓ≀㒊ရのうち、࢘ィン࢘ࢻフィル࣒を❆ࢫࣛ࢞全面に㈞り

付ける。 

     防犯性能の㧗いᘓ≀㒊ရ（ࢻ、㘄、サッࣕࢩ、ࢫࣛ࢞、ࢩッ࣮ࢱ等）に
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する。 

 ճ 接近の制ᚚ（ቃ⏺をసり、ேがᐜ᫆にᩜ地やᘓ≀に接近することを防ࡄ） 

   㸸㐨㊰とᩜ地のቃ⏺⥺を᫂確にし、㛛ᡬ等を設置する。 

     ᩜ地やᘓ≀へのฟ入ཱྀを限定する。 

 մ 監視性の確保（ᘓ≀や⾤㊰からの見通しを確保し、ேの┠が周囲に行きᒆࡃよう

な⎔ቃをࡃࡘり、入をᮍ↛に防ࡄ） 

   㸸ኪ間等、ேのฟ入りをឤ▱するࢭンサ࣮付ࣛトや、行ᨻによる⾤ⅉ等の設

置など↷᫂⎔ቃの整備を行う。 

     ᳜ᮌ等を定し、ᘓ≀からእ周が、እ周からᩜ地内が見通ࡏる⎔ቃにする。 

     防犯࣓ࣛ࢝を設置する。 

○ 㛛ᡬや囲い、እⅉ、❆、ฟ入ཱྀ、避難ཱྀ、㘽の管⌮等の状ἣをẖ᪥Ⅼ᳨しているか。 

○ 施設管⌮上㔜要な設備（えࡤ、㟁※設備など）への施㘄その他のཝ㔜な管⌮と、

その施㘄等の管⌮の状ἣをẖ᪥Ⅼ᳨しているか。 

○ 警報置、防犯࣓ࣛ࢝等を設置している場合は、一定期間ࡈとに、స動状ἣのⅬ᳨、

警備会社等との連ᦠ体制を確認しているか。また、警報ゎ㝖のための㘽やᬯド␒ྕを

㝶時ኚ更するなど、ඖ職員やඖ入所者など㛵係者௨እの者が不ṇに入できないよう

にする対⟇をㅮじているか。 

 

（㸴）施設開放ཪは施設እ活動における安全確保・通所施設における利用者の来所及ࡧᖐ

Ꮿ時における安全確保 

○ 施設や施設እ活動場所の周辺にある危㝤⟠所をᢕᥱし、利用者・家族に対し注意喚

起を行っているか。 

○ 来所・㏥所時の⤒㊰を事前に指定し、利用者・家族に対する指定された⤒㊰の利用

に係る౫㢗・指導等をしているか。≉に児童通所施設においては、来所及ࡧᖐᏯ㏵上

で犯⨥、事ᨾに㐼㐝した時、␒やࠕこども１１㸮␒の家 等ࠖに緊急避難できるよう、

あらかじめ利用者とその家族等に周▱しているか。 

○ 利用者に係る緊急連絡用の連絡ඛをᢕᥱしているか。 

○ 施設እでのㅖ活動時・来所㏥所時の連絡受㡿体制を確保しࡘࡘ、利用者とその家族

等に対する施設ཪはᢸ当者の連絡ඛの事前周▱を行っているか。 

○ 施設እでのㅖ活動に㝿し、利用者の状ἣᢕᥱをする㈐௵者を設定し、確ᐇな状ἣᢕ

ᥱにດめているか。 

○ 施設開放時には、開放⟠所と㠀開放⟠所との༊ูを᫂確化し、施設内にᥖ示してい
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るか。 

○ 施設開放時には、来訪者の安全確保のため、来訪者に、防犯に係る安全確保等に係

るパンフレットなどを配付して注意喚起しているか。 

 

 

２ 不審者情報を得た場合その他緊急時の対応 

（１）不審者情報がある場合の連絡体制や想定される危害等に即した警戒体制 

○ 施設等周辺における不審者等の情報が入った場合に、次のような措置をとる体制を

整備しているか。 

 ・ 不審者を職員等が直接見かけたときや利用者の家族からの連絡を受けたときその

他直接に第一報を得たときは、より適切に対応するため、可能な範囲で更なる情報

収集を行うこと。さらに、必要に応じ、事前に構築している連絡体制に基づき、警

察に情報提供するとともに、市町村の施設・事業所管課等に連絡を行い、近隣の社

会福祉施設等への連絡その他を求める。 

 ・ 事前に定めた連絡網その他を活用し、職員間の情報共有を図り、複数の職員によ

る対処体制を確立する。 

 ・ （利用者の年齢や心身の状態に応じて）利用者に対して、また、その家族等に対

して、情報を提供し、必要な場合には職員の指示に従うよう注意喚起する。 

 ・ 利用者の安全確保のため、その家族等や近隣住民、社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、町内会や防犯協会等の地域活動団体等の協力を得る。 

   また、事前に構築している連絡体制に基づき、近隣住民等と迅速に情報共有を行う。 

 ・ 利用者に危害の及ぶ具体的なおそれがあると認める場合は、警察や警備会社、防

犯コンサルティング会社等からの助言を得ることとし、当該助言を踏まえて、必要

に応じ、上記１．（５）の施設設備面の増強や職員等による巡回、監視体制に必要な

職員の増配置、期間限定での警備員の配置、通所施設においては当該施設を臨時休

業するなど、想定される危害や具体化する可能性に即した警戒体制を構築する。 

 

（２）不審者が立ち入った場合の連絡・通報体制や職員の協力体制、入所者等への避難誘

導等 

○ 施設等内に不審者が立ち入った場合に備え、次のような措置をとる体制を整備して

いるか。 

・ 不審者が施設内に立ち入り、利用者に危害を加える具体的おそれがあると判断し

防犯パンフ最終 - コピー.indd   49 2018/03/26   9:28:05



３
．厚
生
労
働
省「
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
防
犯
に
係
る
安
全
の
確
保
に
つ
い
て（
通
知
）」平
成
28
年
９
月

３
．厚
生
労
働
省「
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
け
る
防
犯
に
係
る
安
全
の
確
保
に
つ
い
て（
通
知
）」平
成
28
年
９
月

��

� 
 

た場合は、直ちに警察に通報するとともに、利用者の家族、市町村の施設・事業所

管課等に対しても、速やかに連絡する。 

・ 事前に整⌮した緊急連絡網や合い言ⴥなどを活用して、利用者を動ᦂさࡏないよ

うにしながら職員が┦に情報を共有し、複数の職員による協力体制を速やかに構

築する。 

・ 不審者に対し利用者から㞳れた場所に⛣動を求める、直ちに利用者を㏥避さࡏる

など、ே身事ᨾが起きないよう事態に対応する。≉に、ஙᗂ児、㧗齢者や㞀害者で、

な⛣動に制⣙のある者の㏥避にࡘいては、༑ศに␃意する。加えて、これらの

対応の㐣⛬においては、やࡴを得ない場合を㝖き、不審者をいたࡎらに่⃭しない

よう言ⴥ㐵い等に配意したり、利用者の安全が確保῭ࡳであることを前提にその場

からᚅ避することも視㔝に入れたりするなどして、対応する職員の安全が確保され

るよう␃意する。 

・ 不審者に立㏥きを求めた⤖ᯝ、┦ᡭが一᪦㏥ཤしたとしても、入に備え、ᩜ

地እに㏥ཤしたことを見ᒆけて㛢㛛・しࡤらࡃṧってᵝᏊを見る等の対応をする。 

・ 不審者の立入りを受けࡘࡘ㔜な⤖ᯝに⮳らなかったときであっても、ᗘの立

入りの可能性にࡘいて᳨ウし、必要に応じてⅬ᳨㡯┠を見直すなど体制を整えると

ともに、想定される危害や具体化する可能性に即して、上記（１）の体制を確保す

る。 
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